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Ⅰ はじめに 
 林業分野のコンソーシアム事業「地方経済成長の一翼を担う林業再生のための人材育成体

系の教育評価・普及」は、平成 25 年度から 3 か年の計画で調査、開発活動を実施している。   
 3 か年を通しての事業の成果目標は、①職域別の求められる人材の能力と育成のための教

育体系（職域・職種の整理と能力水準別の教育内容の検討）を構築する。②既存の職域別

の教育プログラムの評価と内容の充実や必要な教育体制の整備の課題を明らかにすること

であり、コンソーシアム関係教育機関において社会人向け教育プログラムを試行して、地

域の事情を反映した教育プログラムの構築をするとともに、業界等が求める教育プログラ

ムの基本的な考えや具体的なプログラムを提示することである。 
  
１ 平成 25 年度の到達点 
 日本の森林管理・林業は曲がり角にきている。林業の主要な生産物である素材（丸太、

製材品、燃材）は、第二次世界大戦後、高度経済成長期まで一貫して拡大してきた一方で、

国内からの木材供給力には限界があったため、木材価格は上昇し続けた。そのため、他の

農産物とは異なり、1960 年代より丸太輸入は自由化され、国産材と外材は競争下にあった。 
 この中で国産材丸太の主要な需要先である建築材需要の中で国産材丸太の一部は独自の

需要を得られたことから 1980 年ごろまで国産材丸太価格は上昇をし続け、この丸太価格を

前提にして、人工林造成、育林、丸太生産・流通、木材加工の構造が形づけられていた。  
 しかし、1980 年以降の住宅に求められる製材品の質の変化により、木材価格の低下し、

海外からの製材品、木材加工品の輸入拡大により、国産材生産は縮小した。一方で国民の

森林の機能に対する期待は木材生産から様々な公益的機能にシフトしたことから、新たな

木材需要状況に対応した国産材供給構造が構築されないまま推移してきた。 
 このような流れに対して充実した森林資源の再評価、外材に原材料供給を依存していた

産業（合板等）が国産材を原材料として利用しようとの動きが出始めたことから、林野庁

のモデル事業の試みがなされた。さらに平成 22 年 11 月には、充実した森林資源を活用す

ることにより国内の木材需要に対応する体制をつくるべく、森林・林業再生プランが発表

され、取り組みが始まった。この取り組みの中で新たな木材供給体制を整備するために人

材育成がポイントであるという認識から「人材育成検討委員会」が設置され、平成 23 年度

に、10 年間で養成すべき人材を明示して研修、教育プログラムを開始した。 
 昨年度の取りまとめでは、人材育成検討委員会で提示された４つの人材である日本型フ

ォレスター（森林総合監理士、以下Ｆと略す）、森林施業プランナー（以下、Ｐと略す）、

現場技術・技能者であるフォレスターワーカー（以下ＦＷと略す）、フォレストリーダー（以

下ＦＬと略す）、フォレストマネージャー（以下ＦＭと略す）ならびに林業専用道作設オペ

レーターが持つべきレベルと能力を整理した。（図Ⅰー１参照のこと） 
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図Ⅰー１  
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 また、このような各人材のレベルと能力の提示とともに、到達点について以下のように

取りまとめた。 
 「林業労働力の量的確保を目指した緑の雇用事業の開始、森林・林業再生プランにおける

人材育成の検討と具体的な研修の実施により、林業再生に向けて系統的な人材育成は始ま

った。しかし、上述したように必要な人材の量と質を達成するためには、研修内容の充実、

教育機関による社会人をはじめとする林業技術者教育の整備が必要である。」 
 「フォレスター養成にむけて３年間実施してきた准フォレスターの研修は、フォレスタ

ーのもつべき能力の養成という考え方に基づき、フォレスターに求められている能力と役

割を理解すること、当面求められている仕事の」ための研修は実施されているが、「地域全

体の森林整備の構想を考える能力、具体的な森づくりのための施業の理解、森林の多様性

確保のための管理とは何かの理解、路網整備の考え方、木材生産システムの理解、木材需

要の現状把握の不十分などの問題が明らかになった。また、個々人の得意不得意があり、

不十分な点を継続的に教育することが必要であり、フォレスター認定後も継続教育が求め

られている。」 
 「森林施業プランナーでは、 施業集約化を実行するために必要な研修、レベルアップの

研修「を実施を進めてきたが、経営計画については計画立案者としての能力を育成するま

でに至っていない。また、多くのプランナーが地域、事業体の実態に基づく提案ができる

ようになるのが当面の目標となっている。」 
 「現場作業技術者（フォレストワーカー等）は、緑の雇用事業以降、組織的な人材育成

が開始され、当初は初任者であるフォレストワーカー研修、３年前からフォレストリーダ

ー、フォレストマネージャー研修が開始された。しかし、当初より各都道府県で実施して

いるため、研修内容には、ばらつきがあることや生産現場に入るための資格取得プラス林

業の基礎知識の研修にとどまっていることが問題である。今後、生産現場の革新（工夫）

を継続する能力育成が必要であり、自己の作業の振り返り、高い能力を目指して自己を高

めていく能力を育成することが必要である。上位のレベルであるフォレストリーダー、フ

ォレトマネージャーの体系だった研修・教育プログラムや基本的な研修テキストが未完成

である。」 
 また、個別の人材の能力の育成だけでなく、「林業界から求められている人材育成と能力

は、個別の技術、技能の修得研修だけでなく、同種の事業体間の連携、フォレスターとプ

ランナーとの連携、プランナーと現場技術者との連携、木材生産関係者と需要者との連携

等を行う能力を育成することである。」 
 そして職域間のネットワークや地域をコーディネートする人が求められていることを指

摘していた。 
 また、「本事業調査で実施した大学機関の教育の現状と森林・林業技術者の育成の取組を

教育機関の教育の提供意向をみると、フォレスターの育成を目指している大学が多数ある

こと、社会人向けの教育プログラムを実施している大学が４割、参加している教員がいる
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大学が８割あり、潜在的には、今求められている林業再生人材の育成に関与できることが

明らかになった。」 
 そして報告書では、来年度以降（平成 26 年度から）、「教育プログラム作りに参加する教

育機関を増やし、試行的な教育プログラムを実施し、コンソーシアムに情報を集める。さ

らに、これを支援するために、地域ごとに森林・林業関係者と教育機関との環境強化、教

育ニーズの把握等が必要である。」としていた。 
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２ 平成 26 年度の主な活動と取り組み経過 
2－1 平成 26 年度の主な取り組み 
 平成 25年度の結果を受けて、平成 26年度のコンソーシアムの目的を以下のようにした。 
○昨年度不十分であった事業体のニーズを明らかにする。 
○F,P,現場技術者（FW,FL,FM)に加えて人材育成体系にプラスするものがあるか検討。 
○既存の教育プログラムと教育機関のプログラムの内容、連携、関係を明確にする。 
 
2－2 コンソーシアムの会議実施状況 
 本年度は、全体会を 2 回、評価ＷＧ会議を 2 回、開発ＷＧ会議を 1 回開催し、調査実施

報告および事務局で検討した内容を以下の会議で検討した。 
・８月２０日（コンソーシアム第 1 回全体会：東京リエゾンオフィス 
              第１回評価 WG 会議；東京リエゾンオフィス） 
・１０月２７日（コンソーシアム第２回評価 WG 会議) 
・２月 ４日（コンソーシアム第１回開発 WG 会議） 
・２月１２日（コンソーシアム第２回全体会） 
 
 事務局会議では、アンケート調査内容・計画の検討および実施準備、聞き取り現地の選

定、調査内容、結果の検討を行なった。また、上記全体会およびＷＧ会議の準備を行った。 
・７月１８日（事務局会議：京都) 
・９月 ５日（事務局会議：東京リエゾンオフィス） 
・１０月 ８日（事務局会議：東京） 
・１１月２１日（事務局会議：東京リエゾンオフィス） 
・１２月１８日（事務局会議：東京航空会館） 
 その他、のちに述べる聞き取り調査、職域プロジェクトの活動調査に合わせて事務メン

バー間で意見交換を行いながら準備を行った。 
 
2-3 ヒヤリング調査・職域プロジェクトの活動調査、その他 
○業界の要望および大学校、都道府県・国有林の調査、既存の研修活動調査 
・８月 ７日（調査：京都府林業大学校) 
  林業大学校情報交換会開催の場で林業大学校の動きについて情報収集 
 
・９月 １日（調査：九州森林管理局） 

フォレスターの事後研修等を開催しているフォレスター活動連絡会について情報収集 
 
・１１月２０日（調査：金沢市林業大学校）  
 金沢市が実施する金沢市林業大学校の活動調査 
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・１１月２１日（調査：筑波大学 興梠准教授） 
 現場技術者育成（緑の雇用による人材育成に関して）に関する継続的な調査研究活動を

実施している興梠准教授に研修の問題点、課題等について調査 
 
・１１月２７日～２８日（調査：秋田林業大学校） 
 秋田県が計画している秋田林業大学校の計画および他の林業人材との関係に関する調査 
 
・１２月１１日（調査：林野庁・森林総合技術研修所） 
 日本型フォレスター等のレベルアップ研修の実態について調査 
 
・１２月１５日（調査：京都府林業大学校） 
 京都府林業大学校に教育プログラムの実施と問題点に関する調査 
 
・１月１６日（林業人材育成に関する意見交換会：熊本 九州森林管理局） 
 九州各県の林業人材育成のための教育研修活動および研修実施上の課題に関する調査 
 沖縄県を除く各県林業人材育成担当者が参加 
  
 本事業調査経費以外で専門高等学校の集まり参加（7 月）、フォレスター成果報告の場での

フォレスターに対する聞き取りその他で得た情報も参考にした。 
 
○大学等での活動の社会人プログラムの実施のための情報収集、課題の明確化 
・９月５日～９月１６日（調査：ドイツバーデンビュッテンベルク州ロッテンブルク大学） 
 ロッテンブルク大学における林業技術者の実践的な教育および業界との関係、現場教育 
システムに関する情報収集 
 
・１０月１７日（調査：北海道大学） 
 職域プロジェクト「北海道に即した中核的林業技術者養成プログラムの開発事業」の第

一回プロジェクト検討委員会参加 
 
・１２月１２日（調査：島根大学生物資源科学部） 
 職域プロジェクト「経営マインドをもつ革新的森林経営の担い手育成研修」の打合せ会

議に参加 
 
・ １月 ９日（調査：岩手大学） 
 いままで取り組んできた社会人教育活動と来年度職域プロジェクト予定「高度専門職業

人育成プログラムの開発（仮）」の計画のヒヤリング 
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・１月２２－２３日（調査：北海道大学) 
職域プロジェクト「北海道に即した中核的林業技術者養成プログラムの開発事業」の実証

講座に参加 
 
・ １月２３－２４日（調査：島根大学・隠岐） 
職域プロジェクト「経営マインドをもつ革新的森林経営の担い手育成研修」育成研修に参

加 
 
・２月３日（調査：鹿児島大学） 
職域プロジェクト「中核的林業生産専門技術者養成プログラムの開発事業」の成果報告会

に参加 
 
・２月６日（北海道大学） 
 北海道大学職域プロジェクトの成果報告会にてコンソーシアム報告 
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３ 森林管理・林業に求められる人材 
3－1 以前の林業人材の育成 
 森林造成、成熟のように林業、森林管理にかかわる人材育成も短期的視点だけでなく、

長期的な視点、一人の林業人成長に合わせた能力の育成が必要である。どちらかといえば、

林業人材はその時代に求められる施業を実行するために人材を集めてきた。 
第二次世界大戦後、復旧造林および天然林の伐採、拡大造林に至る過程では、農山村に

おける相対的過剰人口に支えられてきた。この過程において人材の能力の育成はされず、

のちに述べるように作業内容が単純な繰り返しとそのための基礎体力を有すればよかった

ため過剰人口の中から適性にあう人材を選抜することにより対応すればよかった。また、

この時期の林業は、森林資源を充実することに主眼があり、人工林を造成し成林させ、さ

らに生長を促すとともに、森林の公益的機能の低下を防ぐために除間伐を一定のルールの

もとで実施していた。これらの過程に従事する林業人材は、丸太の生産過程を担う素材生

産事業体とそこで働く従業員、森林の造育林過程を担う森林所有者および森林組合を中心

とする育林事業体とに分かれて林業に従事しており、特に造育林過程の従事者は、自己の

農林地を保持し、自らの農林地の管理をする傍らで造育林労働者として賃労働に就業する

形態であったため、技術・技能の向上は伴わず単純賃労働者として存在していた。この時

期には、森林経営を行おうとする森林所有者教育と作業実行する現場林業労働者の確保の

ための教育が人材育成の主要なテーマであった。 
 また、森林管理にかかわる技術者は、主に国有林野と都道府県の技術系職員の育成が中

心に行われており、農業高校の林業科、大学農学部の林学科が人材育成を行っていた。 
 
3－2 現在求められる森林管理・林業人材 
3－2－1 林業構造の大きな変化と人材育成 
 日本の森林は、世界の中でも資源的に充実し、潜在的な木材生産力が高くなっている。

特に第二次世界大戦後に造成されたスギ、ヒノキ等の人工林は 4 割を占め、その多くが利

活用できる立木になっている。しかし、1980 年以降の木材価格の低迷により、森林所有者

の経営意欲は減退するとともに、所有者の世代交代により、人工林資源を持っていても、

木材生産ならびに森林整備を行う基礎的な知識も持たない所有者が増えている。一方、森

林には公益的な価値が存在し、造成されてきた森林の伐採箇所や方法によっては、公益的

機能の低下を招く可能性がある。近年、木材需要の高まりから一部の地域では人工林の皆

伐が進みはじめており、森林の取り扱いにおいて、木材生産と公益的機能の維持の調和を

図ることが求められている。また、木材生産を考えた場合にも、1980 年ごろまでは、国産

材は、国内の特定需要である在来工法による住宅部材への原材料供給を目的に生産され、

一定の木材価格が形成されていた。現在に比べて木材の平均価格は 3 倍近く、この価格を

前提にした林業生産構造が形成された。また、一部の地域では化粧性の高い丸太を生産す

ることをめざし、労力多投型の生産が行われていた。このような生産構造の下で、森林管
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理および木材生産、育林生産に従事する人材は維持されてきた。 
 しかし、国内在来工法需要を前提にした国産材供給体制は 1990 年以降崩壊し、世界の木

材標準価格を前提にした新たな林業生産のしくみの構築とそれに必要な人材育成が求めら

れている。 
 林業は、活動現場が一律でないという制約条件をもっていること、気候や地質などそれ

ぞれの地域によって多様な森林生育条件があること、木材需要が地域によって異なる。こ

のような条件にあるため、いままで現場に携わる人材育成は、様々な現場状況を経験して

地域ごと、事業体ごとに経験知を積み上げ、それを作業現場組織の中で徒弟的に伝えるこ

とによって維持されてきた。また、多くの場合、作業組織のメンバーは血縁地縁によって

関係していて、今流にいえば、OJT 研修を連続的に行うことによる経験の積み上げにより

人材が養成されてきた。このため、その作業組織特有の生産システム、現場管理方法が固

定化しており、既存のルールを破る革新的な活動を行う駆動力があまりなかった。 
 しかし、先に述べたように木材需要の変化により木材価格が低下したもとでは、新たな

生産方法の検討を通して生産性の向上が求められる。さらに、農山村における若い層の人

口流出は、作業組織の人材確保のしくみを変えざるをえなくなり、一般産業と同様に人を

募集して、雇用関係を結び、被雇用者の技術、技能を高めて、高い生産性を確保した人材

を養成することが求められるようになった。 
 
3－2－2 変革期の人材育成 
 木材生産のしくみの大きな変革期にある林業の人材育成は、いままでのような経験知を

積み上げる形での人材育成では対応できない。生産システムの変更、革新的技術の導入、

さらに森林の多面的機能発揮の要求（生産性の高い木材生産、新たな需要に対した生産、

環境に配慮した森林の取り扱い、更新を念頭においた作業方法の検討）に応えるように作

業の実行、計画の立案をすることが現場で求められている。このような要求に応えながら、

森林の取り扱いをしてくには、いままでの経験知に基づく固定的なやり方だけでは対応で

きない。また、森林を取り巻く経営の外部条件が短時間に変化しており、同じやり方の繰

り返しを継続するのは対応しきれない。すなわち経験知を基本にして人材を育成していた

のでは、状況変化すれば、それまでの人材は無駄になってしまう。 
また、外部条件の変化に対して、全国標準あるいは都道府県標準の取り扱い方法が提示

され、補助金によりそれを推進してきたが、地域の状況にあわず、求める成果（多くの場

合は森林の成立と資源の充実）を得ることができなかったりした。たとえば、１ha あたり

３０００本植栽や短伐期施業の実施に合わせた施業体系、その後に全国的な動きになった

多間伐長伐期施業、そして近年木材需要が拡大することにより出てきた人工林の齢級構成

の平準化による若返りの動き等のように森林管理のワンサイクルの中で大きく変化してい

る。このように全国統一の標準的な基準やその時代の判断により、森林の取り扱い方法は

現場の意向とは別に動いており、この間、現場は判断をせずにその意向に基づきマニュア
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ル化した取り扱いを行ってきた。上述で述べた今後、森林管理および林業生産において、

時代変化への対応、地域条件への対応が求められている。森林の今後の取り扱いは、地域

ごとに現場ごとに判断しながら従事することが求められる。その時には、いままでの経験

知を踏まえて取り扱うのではなく、なぜそのような経験知が成り立っていたかを理論的な

背景から理解しなおすことが必要である。そして新たな森林管理、木材生産は、理論的な

バックボーンとその地域や現場の制約条件を勘案して取り扱いを考える人材が必要である。 
 すなわち、現場の個別の対応において、理論知と経験知を統合することができる人材が

求められており、その点で理論や原則の理解を教育する大学等での教育機関による教育プ

ログラムを社会人に実施する価値があるといえる。また、大学の教育の場はそれぞれの事

業体が持っている経験知を受講生が持ち寄り、相互検討する中で新たな取り扱い方法を各

人が考える場ともなっており、経験知と経験知との相対化、経験知と理論知との統合とい

う点から大学等の教育機関お活躍が林業現場から求められている可能性がある。 
 現場技術者・技能者においては、個別作業を実行できる人材から作業システムや森林再

生を考えた上で実行できる人材育成が必要である。たとえば、伐倒作業を安全に実施でき

る人材というだけでなく、集材、販売を考えた伐倒をできることも求められる。皆伐作業

地において効率的に生産できる人材としては、再造林を想定した作業を実施できることが

求められる。このように、単純作業労働者から多能工労働者 ＋ 他作業との連携を念頭

で作業を行える人材の育成が必要となる。 
 また、間伐等の個別森林整備事業の計画、実行管理する人材（F,P）では、次の森林整備、

生産を想定して今回の森林整備を考えことが求められる。 
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Ⅱ 人材育成のための研修教育の要望と実態   
１ 林業・木材業界の教育ニーズ調査       
1－1 業界アンケート調査の概要 
1－1－1 アンケート調査の目的 
アンケート調査は、素材生産・需要とも拡大している局面で、成長産業を担う素材生産

事業体及び製材・合板製造事業体の考え方・意向を定性的に把握することに置いた。 
このため、素材生産部門として、林業労働力確保のための計画等の認定事業体とし、素材

需要部門として、近年規模拡大を図った製材工場及び国産材針葉樹合板（LVL を含む。）製

造量の大きい合板工場を対象とした。 
 
1－1－2 調査実施要領 
1) 実施時期：平成 26 年 10 月 31 日～11 月 14 日 
2) アンケート客体の抽出方法 
a 素材生産事業体及び製材・合板製造事業体 
(a) 素材生産事業体の客体抽出方法 
素材生産事業主は、林業労働力の確保の促進に関する法律第 5 条に基づき、林業労働力

を確保するため、意欲をもって「雇用管理の改善」と「事業の合理化」に一体的に取り組

む内容の改善計画を申請し、県の認定を受けることができることとされている。この認定

を受けた事業主の名称が公表された名簿に基づき、民間事業体及び森林組合別に調査客体

を抽出した。 
① 民間事業体については、認定対象者が存在しない香川県及び沖縄県を除く各県 1 事業

体を無作為に抽出し 45 客体とした。 
② 森林組合については、各県 1 組合を無作為に抽出し 47 客体とした。 
これら合計で素材生産事業体は、92 客体とした。 

(b) 製材・合板製造事業体の抽出方法 
① 製材加工を行う事業体については、林野庁、日刊木材新聞等の情報をもとに、全国的

な事業の展開を図っている規模の大きな事業体 38 事業体を抽出した。 
② 合板（LVL を含む。）製造事業体は、全国展開をしている 15 事業体を抽出した。 
(c) アンケート調査票の配布及び回収状況 
① 素材生産事業体：配布数 92（うち森林組合 47） 回収数 51（回収率 55.4%） 
② 製材・合板製造事業体：配布数 46 回収数 18（回収率 39.1%） 
(d) 主な質問項目 
① 素材生産事業体 
ⅰ 事業の現状に関する事項 
ⅱ 国産材の供給拡大に向けた将来構想 

ⅲ 人事と人材育成に関する事項 
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ⅳ 社会教育コースに関する事項 
② 製材・合板製造事業体 
ⅰ 事業の現状に関する事項 
ⅱ 国産材の供給拡大に向けた将来構想 

ⅲ 人事と人材育成に関する事項 
 
1－1－3 調査結果の概要 
1－1－3－1 現状 
a 年間の素材生産量、素材入荷量の状況 
a-1 素材生産事業体 

51 事業体の素材生産量 
平均 11 千 m3 /年  
min：0 千 m3 /年～max：67 千 m3 /年 
 
a-2 製材・合板製造事業体 

18 事業体の素材入荷量 
総入荷量平均 87 千 m3 /年（国産材入荷量平均 78 千 m3 /年）  
min：15 千 m3 /年～max：300 千 m3 /年 
 
b 主たる事業地・入荷圏域の所在 
図Ⅱ-1 は、素材生産事業体に対して、どの程度のエリアで素材生産活動をしているか、

また製材・合板製造事業体の素材集荷圏域の範囲である。素材生産事業体は、50km 圏域で

の活動が主体であり、製材等の事業体は、素材の量を確保するため、集荷圏域は広範にわ

たっていることが伺われる。 

 

80

20

0

0

50

22

28

0

～50km

50km～100km

100km～

無回答・無効回答

主たる事業地の所在・入荷圏域（SA)
素材生産事業体 N=51 製材・合板製造事業体 N=18

製材・合板製造事業体 素材生産事業体

図Ⅱ-1 
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c 生産能力に見合った立木等の買い入れ状況、地域の素材供給能力の現状 
c-1 立木買い入れの状況 
素材生産事業体にとって、事業の安定には事業の基礎となる立木等の調達が重要である。

図Ⅱ-2 は、素材生産事業体に立木等の買い入れ状況を尋ねたものである。69%の事業体が

生産能力に見合った立木の確保ができていると答えており、十分に余裕をもって確保でき

ていると合わせると、比較的安定した事業運営が図られている状況が伺われる。これは、

森林・林業再生プランが打ち出した自給率 50%目標に沿って、間伐の推進に加えて皆伐に

よる木材供給を拡大していくとする地方公共団体の政策により、皆伐志向が広まっている

ためではないかと思われる。 

 
c-2 地域の素材供給能力の現状 
大規模な製造を行っている製材等の事業体にとっては、工場が立地している地域の素材

供給能力が事業や製品供給を行っていく上で問題となる。図Ⅱ-3 は地域の素材生産業者の

供給能力の状況に関する認識を製材・合板製造事業体に尋ねたものである。十分な量の素

材を供給できているとしているのは、11%に止まっており、工場所在地での素材確保に苦慮

している状況が伺われる。このことは、上記 a の入荷圏域で述べたとおり、製材工場等の

事業体の集荷圏域が広範にわたらざるを得ない現状を物語るものであると考えられる。 

0 10 20 30 40 50 60

十分に余裕をもって確保できている

見合った立木が確保できている

見合った立木の確保が困難である

無回答・無効回答

生産能力に見合った立木等の買い入れ状況(SA）
（素材生産事業体N=51）

図Ⅱ-2
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十分な量の素材を供給できている

無回答・無効回答

地域の素材供給能力の現状

（SA）（製材・合板製造事業体N＝18
図Ⅱ-3

％
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c-3 素材の仕入れ先④ 
 製材・合板製造事業体に素材の仕入れ先のおおよその割合を尋ねたところ、図Ⅱ-4 のと

おり、安定買い付けに該当すると思われる、②付け売り買い付け 9%、③直接買い付け 20%、

④協定買い付け 22%で合計 5割を占めていた。今後協定買い付けがどのような広がりを見せ

るか興味があるところである。 
 

 
 
d-1 立木・原材料確保の取組 
図Ⅱ-5 は、生産量、加工量とも拡大している局面にいる事業体が、立木や加工用原料と

なる素材を確保するため、どのような取り組みをしているかを尋ねた設問である。 
製材・合板製造事業体では 8 割を超える事業体が安定供給の取組をしているとしている。

一方、立木確保のための取組をしている素材生産事業体は約 3 割程度にとどまっているが、

これは図Ⅱ-2 でみたとおり、皆伐志向が強まった結果、立木の確保が比較的容易になって

いるものとみることができる。 

① 

② 
③ 

①④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ 
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d-2 取組の概要：自由記載 
（素材生産事業体） 
① 山主と契約書を交わしている。 
② 長期委託契約（経営計画）。 
③ 国庫補助金を取得しているため、協定は必要（高性能林業機械等）。 
④ 水源林長期施業受託。 
⑤ 森林経営計画を樹立し作業確保している。 
⑥ 委託契約を締結して実行している。 
（製材・合板製造事業体） 
① 国有林システム販売、素材生産業者との直接取引 
② 〇〇県森林組合連合会との協定販売 
③ 協定や契約までいかないが、特定の素材生産業者と品等毎に一定期間、価格を決めて納

材していただいている。 
④ 地域の森林組合と協定を結んでいる。 
⑤ 協定を結んでいる。 
⑥ 森林管理署のシステム販売 
⑦ 4 半期毎に、価格・りょうの取り決め会議をしているが、量の協定は努力目標との認識

で契約の意識はない。 
⑧ 〇〇森林組合（素材生産業者 24 者）と「木材安定供給協定を締結。 
⑨ 県内 4 組合のうち 3 組合と県外 2 組合、民間 1 件と協定を締結し、現場からの直送を推

進しています。（中間マージンや荷下ろし、積み込みの軽減につながる） 
⑩ ひみつ。 
⑪ 〇立木の購入をしている。〇森林組合等で協定を締結している。 

31

55

14

83

17

0

している

していない

無回答・無効回答

立木・原材料確保のための協定・契約などの取組の状況（SA)
素材生産事業体 N=51 製材・合板製造事業体 N＝18

製材・合板製造事業体 素材生産事業体 ％

図Ⅱ-5
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⑫ 協定取引を行っている。納材量が安定するように「量」に応じた割増金（＋α）の価格

設定をしている。 
 
e 将来構想 
e-1 事業者の意向 
図Ⅱ-6 は、素材生産、素材入荷に関する将来構想に関する設問である。生産量又は入荷

量を拡大させていきたいとする事業体は、素材生産事業体で 76%、製材・合板製造事業体

で 56%である。林業に関する成長産業政策により、高性能林業機械の導入促進が図られ、

地方公共団体が県内の木材生産の増加を目指していることを踏まえ、これらの方向に沿っ

た将来構想を描いているものと考えられる。 

 
（その他自由記載） 
（素材生産事業体） 
① 持続可能な最低限の生産量。 

② 町内急傾斜地が多く、コストがかかるため、導入が遅れている。 

（製材・合板製造事業体） 

① 少品種大量生産から多品種少量生産へシフトする。 

 
e-2 生産量を拡大していく上での障害 
図Ⅱ-7 は、生産量を拡大させていきたいという意向をもった素材生産事業体に対して、

生産拡大の障害を尋ねたところ 44%の事業体が、林業労働力の不足をあげた。このこと自

体は想定したとおりであったが、次いで素材生産事業体の広域的な連携や組織化の不足と

いう指摘が 13%で続いていた。素材生産事業体は、一人親方で相互の連携に欠ける実態が

あると見られていた中で、規模拡大をきっかけとして協調・連携の動きが加速していくの

かもしれない。 

図Ⅱ-6 

％ 
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（その他自由記載） 
（素材生産事業体） 
① 計画地内の地籍の不明瞭・不在地主の増加（同趣旨複数）。 
② 事業体との競争入札により事業量が確保できない。 
③ 需要と供給に左右されない販売価格の安定化。 
④ 山林所有者の意識。 
(製材・合板製造事業体) 
① 素材不足。 
② 森林組合の事業の力配分。 
③ 林業関係者の能力不足と情報不足。 
④ 近隣の発電所等大規模消費施設の建設。 
⑤ 需要のなさ。 
 
以下 e-2-1～e-2-7 に記載したアイデアは、図Ⅱ-7 の各設問に対して具体的アイデアがあ

る場合に事由記載を求めたコメントである。 

% 

図Ⅱ-7 
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e-2-1 立木買い取り資金に関する具体的なアイデア 
（素材生産事業体） 
①  買取りは不要です。委託生産し販売は補助金あり販売後精算し、残金があれば地主持

主に渡す。あくまで受託事業である利決められた手数料等で事業を行う取り決めありま

す。 
② 市場と連携し立木を担保に資金をだしてもらう。 
③ 市場（森林組合共販所）への資金相談。 
（製材・合板製造事業体） 
① すべて自社に持って帰る以上自社で用意するしかない。 
 
e-2-2 労働力の確保に関する具体的アイデア 
（素材生産事業体） 
① 今は緑の雇用で対応している（同趣旨複数）。 
② 林業女子がクローズアップされている。外国人の前に女子に目を向けたい。社宅整備に

力を入れ、都市部からの流入を進める。 
③ 林業労働力の確保が最重要である。年収最低 500 万が up することが大切。このため財

貨が現状より高くなる政策。セーフガード輸入制限などを実施する。 
④ 近年の林業は、機械化が進み、昔のイメージとは違っている。そこで、最近の林業では、

どういうものなのかを、様々な媒体やイベントを通じて、多くの人に知ってもらうこと

で林業従事者が増えると考える。 
⑤ 一般への周知・労働者教育。 
⑥ 素材生産における労働は、天候等に左右され、不安定な雇用のため、素材生産以外の労

働（市場、製材）との組合せにより安定化を図る。 
⑦ 女性・高齢者の就業意欲の発掘。 
⑧ 作業システムに適合した、高性能林業機械導入により 3K からの脱却。 
⑨ 現在、日給制で雇用を「している。応募があり採用しているのだが定着率が悪い。逆に

良いアイデアがあったら教えてほしい。 
⑩ 今の緑の雇用制度の補助率アップやもっと使いやすくするためのリニューアル。 
⑪ ハローワーク等を利用し、求人している。 
（製材・合板製造事業体） 
① 中山間地域は全業種ともに人手不足で事業継続を危惧。 
 
e-2-3 林業従事者の能力向上に関する具体的アイデア 
（素材生産事業体） 
① 新雇用者は緑の雇用 FW 研修で能力向上が図られるが、林業事業に必要な資格取得の研  

修（補助事業）を拡大すべき。 
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② 個々のモチベーションを上げるため、信賞必罰を徹底する。 
③ 高性能林業機械のオペレーティング・知識。 
④ 安定した事業量の確保。国、県などの団体が公売物件を年頭系買うで公表するなど。 
⑤ 森林作業道作設の研修を増やしてほしい。 
④ 架線集材の技術習得。 
（製材・合板製造事業体） 
① 外国人労働者の受け入れ。 
 
e-2-4 立木確保のための他の事業体との連携の強化に関する具体的アイデア 
両者ともコメントはなかった。 
 
e-2-5 素材生産事業体等の広域的な連携や組織化に関する具体的アイデア 
（素材生産事業体） 
① 森林組合と素材生産事業体との連携。所有者承諾は森林組合。伐採は素材生産業者。植

栽は森林組合。伐って、植えて、育てての循環型の構築。 
② 集約化された区域に共同事業体として入れる基盤の整備。 
③ 情報、人材、機械の相互活用。協調、共同出荷。 
④ 農業や畜産業と連携し、他産業が必要としている材の供給ができるようにしていく。 
（製材・合板製造事業体） 
コメントはなかった。 
 
e-2-6 森林計画の実効性向上に関する具体的アイデア 
（素材生産事業体） 
① 地道に計画を作る。 
② 市町と連携し森林所有者及び境界確認の実施。 
（製材・合板製造事業体） 
① 県の計画を具現化できない古い考え方をもっている森林組合幹部の若返り。 
 
e-2-7 その他障害を改善するための具体的アイデア 
① 具体的対策として、地籍調査事業の導入を図る。（デジタルデータ化する。）境界の明確

化が図られ、森林経営計画が樹立しやすい。 
② 林業事業体おいても、組合と同等の体制）（従業員の社会保険等の加入等の完備）を行

い、同じ条件での一般競争入札（国、県、市）に参加してもらいたい。不平等を感じる。 
③ どの事業にも、ハードルがあり、書類等の簡素化。  
④ 自力では機械設備に限界があり、国の補助率を上げる。 
⑤ 地籍調査の実施、森林の公有化等を進め、細かい所有をなくしてしまう。 
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(製材・合板製造事業体) 
① 皆伐。 
② 森林組合内の事業区分の再編 
③ いつまでに「どの様な木材」が「どれだけ」必要なのか、現在、又近未来の木材の価格

等の情報が少ない。本当の「フォレスター」の育成が急務である。 
④ いきなり燃やさずに、まずは、既存の製材所や施設に供給し、残ったものを燃やしても

らいたい。伐採搬出量を底上げする。 
 
e-3 今後の取引先との関係 
図Ⅱ-8 は、素材生産事業対に対して、今後の取引先との関係について尋ねた設問である。

全体として特定の供給先との関係を深めていくという方向が表れていると見ることができ

るものと思われる。 

 
 
1－1－3－2 人事・人材育成、能力向上を図るべき分野 
a 事業体の人事政策 
国は現場で林業の作業に従事する人材育成政策を平成 13 年度の補正予算以降、「緑の雇

用事業」として切れ目なく実施してきている。図Ⅱ-9 は、これらの研修事業等が素材生産

事業体の人事政策とどのような関係にあるかを尋ねた設問である。研修や講習を人事政策

と連動させている事業体、連動させていない事業体それぞれ半数という結果だった。 
人口が減少していく時代において、成長産業化を支える優秀な人材を確保していくこと

は、事業主にとって重要な課題であろうと考えていたが、現場の状況は道半ばというとこ

ろであろうか。 

図Ⅱ-8 

% 
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b 研修・講習期間 
 図Ⅱ-10 は、研修や講習を人事と連動させている事業体に対して、さらに研修や講習に参

加させてもよいと思われる日数を尋ねた設問である。結果は 2～3 日程度とするものが 44%
で、1 週間程度が 32%、2 週間程度が 16%と続いている。 
研修・講習が能力向上に期待するテーマ、内容及び既修了者の修了結果等の違いによって、

事業主が許容できる期間が異なっているものと思われる。 

 
 

% 

図Ⅱ-10 

％ 
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c 能力向上を図るべき分野 
図Ⅱ-11 は、素材生産に関連する従業員の能力向上を図ることが最も必要な分野に関する

設問である。生産工程管理が 45%、現場管理が 43%で、木材の流通・利用・マーケッティ

ング 10%を大きく引き離した。高性能林業機械の導入が図られた結果、作業計画の立案、

工程管理の必要性に関する認識が深まっている傾向が伺われる。 

 
 
1－1－3－3 国が進める人材養成への関心 
国は林業の成長産業に向けた人材を育成するため、林業労働者、森林作業道作設オペレ

ータ-、森林施業プランナー、そしてフォレスターとなる人材の育成を進めている。これら

の人材像について、認知度を含む関心の有無、人材に期待する知識・技術・技能を尋ねた

のが以下の設問である。 
 
1－1－3－3－1 林業労働者  
a-1 林業労働者の育成への関心 
先の1-1-3-2の設問は、素材生産事業体が雇用する従事者に対するものとして捉えられる。

一方、図Ⅱ-12 は、国が進める人材養成に対する関心はより一般的な林業労働者像として、

アンケートでは「「緑の雇用事業」を通じ、新規就業者への支援や、様々な資格と能力を有

する林業労働者を育成していること」を紹介した上で、林業労働者の育成への関心を尋ね

た設問である。その結果、関心ありと答えたのは素材生産事業体で 98%、製材・合板製造

事業体で 67%と林業労働者の育成の必要性に関する認識は、両産業分野とも共通している

ことが伺われる。 

図Ⅱ-11 

% 



 

23 
 

 
 

a-2 林業労働者に期待する能力 
図Ⅱ-13 は、前問で関心があると答えた製材・合板製造事業体、素材生産事業体に対して、

林業労働者に期待する能力を尋ねた設問である。両者が期待する能力として共通するのは、

素材生産業務の分野、路網開設の分野、そして現場管理業務の分野である。一方、補助事

業に関する業務分野、営業・販売業務の分野、そして事業の企画業務の分野では、両者の

期待は大きく相違している。前者は、生産性の向上＝供給能力に影響する因子であり、利

害が共通する分野でもある。一方、営業・販売業務や事業の企画業務の分野は、加工事業

体が求める規格・量といった商品性に影響する分野であるが、供給サイドと需要サイドの

認識に大きな差があることが伺われる。 

図Ⅱ-12 
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b-1 森林作業道作設オペレーター 
 森林作業道とは、林業に使用する作業用の機械が安全に走行できる簡易な道である。林

業の低コスト化に資する人材として、繰り返し使用できる規格・構造をもった道づくりが

できる人材として位置づけられた。アンケートでは「素材生産に使用する耐久性のある道

を作設することができる技能を持った森林作業道作設オペレーターを育成」していること

を紹介した上で、森林作業道作設オペレーター育成への関心を尋ねたところ、図Ⅱ-14 の回

答を得た。森林作業道作設オペレータ－育成の必要性について、素材生産事業体に広く認

識されていることが伺われる結果となった。 

図Ⅱ-13 
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b-2 森林作業道作設オペレーターに期待する知識・技術・技能 
図Ⅱ-15 は、前問で関心があると答えた者に対して尋ねた設問である。その結果、安全な

路網に関する地域の地形・地質に関する知識、作業システムに適合した路網計画の分野に

関する素材生産事業体の期待は著しく高いことが把握された。一方、製材・合板製造事業

体にとっては、設問の各分野に大きな違いがなく、一般的な意味での路網の必要性を認識

している傾向が伺われる結果となった。 

図Ⅱ-14 

％ 
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c-1 森林施業プランナー 
わが国は、森林の所有規模が小さく、かつ分散的に所有している場合が多い。このめ、

計画的な森林施業を行ったり、森林施業を効率的に行っていくための路網整備が困難な場

合が多い。アンケートでは、「森林所有者に対し、森林施業の提案を行い、施業団地に取り

まとめていく活動を担う森林施業プランナーを育成している」ことを紹介した上で、森林

施業プランナーの業務への関心を尋ねたのが図Ⅱ-16 である。その結果、森林施業プランナ

ーの業務に関心があるとしたのは、素材生産事業体の 73%、製材・合板製造事業体の 61%
であった。 

％ 
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c-2 森林施業プランナーの取組が効果を上げていくと期待できる分野 
図Ⅱ-17 は、前問で関心があると答えた者に対する設問である。多かった上位 3 の選択肢

をみると、素材生産事業体では、森林所有者の意向等素材事業体が森林経営計画をたてて

いくために必要な情報の把握、伝達を上げた者が 81%、次いで素材生産を行う事業地の団

地化 78%、林業機械の稼働率向上による生産コストの縮減 64%の順となった。 

図Ⅱ-16 
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一方、製材・合板製造事業体では、林業機械の稼働率向上による生産コストの縮減 64%、

地域全体の素材生産量の増加 55%、森林所有者の意向等素材事業体が森林経営計画をたて

ていくために必要な情報の把握、伝達が 36%だった。製材・合板製造事業体にとっては、

森林施業プランナーは、素材生産量の増加を担う者と認識されていることが伺われる。 
（その他自由コメント） 
（製材・合板製造事業体） 
① 川下情報を川上産業に反映させる。 
 
d-1 フォレスター 
フォレスターは、市町村の森林づくや将来構想を考えていく人材とされた。アンケート

では「市町村の森林・林業行政を支援し、森林計画の実効性を高めていく活動を行う者」

と紹介した上でフォレスターの業務への関心を尋ねたのが図Ⅱ-18 である。その結果、素材

生産事業体 65%、製材・合板製造事業体 67%が関心があると答えた。 

図Ⅱ-17 
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d-2 フォレスターの取組が効果を上げていくことが期待される分野 
図Ⅱ-19 は、前問で関心があると答えた者に対する設問である。上位 3 選択肢をみると、

素材生産事業体では、行政・民間の役割分担を含む林業の地域ビジョンの明確化を期待す

るものが 67%、森林所有者の意向等素材生産事業体が森林経営計画を立てていくために必

要な情報の把握、提供を期待するものが 61%、素材生産等川上産業の状況に関する情報の

川下産業への橋渡しを期待するものが 48%だった。一方、製材・合板製造事業体では、林

業機械の稼働率向上による生産コストの縮減を期待するものが 67%、地域全体の素材生産

量の増加を期待するものが 58%、その他に大きな差はなかった。 
全体としては、製材・合板製造事業体の関心は素材供給に関する視点から期待がある一

方、素材生産事業体は、地域での活動する事業者としての視点からフォレスター活動を期

待しているように感じられる結果であった。 
 

図Ⅱ-18 

％ 
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（その他自由コメント） 
（製材・合板製造事業体） 
① 木材販売の能力アップ。どんな材をいくらで、どこに、いつ売るか？といった情報をつ

かむこと。 
② 川下情報を川上産業に反映させる。 
 
1－1－3－4 社会人教育に関するニーズ 
 本設問は、社会人教育に関する素材生産事業体のニーズを把握する目的で設定した。 
まず、具体的な社会人教育プログラムを紹介し、履修証明が得られること、履修証明制度

は、履修者の知識・能力を客観的に表すものとして活用されることを期待して実施されて

いることを説明した上で、取組があることを知っているか。また、社会人教育の取組に関

心があるかを尋ねたものである。 
 
a-1 社会人教育の取組の存在 
図Ⅱ-20 のとおり、社会人教育の存在を知っている者 10%、知らない者 88%、無回答 2%

図Ⅱ-19 
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という結果だった。国による各種の研修制度が運用されている中で、大学による社会人教

育自体の存在が地域的に偏って行われている実態もあり、認知度が低い結果となったもの

と思われる。 

 
a-2 社会人教育への関心 
社会人教育への関心は、図Ⅱ-21 のとおり、あるとするもの 53%、ないとするもの 41%

という結果となった。この差を有意とみるのか否かは、今後の社会人教育のありようによ

って定まっていくのではないかと考えられる。 

 
a-3 大学が社会人教育として実施することが適切な分野（自由記載） 
① 対象森林の状況を判断し、適正な生産システムが構築できる人材。 
② 経済林と環境林を両立させるためには、素材生産を行う上で量的なものだけでなく質的

（木の持つ本質を川下に様々な形で提案する）にも追求する。 
③ 現場を知ることが重要。 

図Ⅱ-20 

％ 

図Ⅱ-21 
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④ 実務教育。 
⑤ 川下における需要動向を把握し、ニーズに合った素材生産を行える様教育が必要。 
⑥ 林業の根本・今の状況は競争入札制度の中で労お堂者の確保が基盤になるが木間のまま

ではそだたない。こうあるべきだというところを教育にすえないといけないと思います。 
⑦ 欧州型 フォレスターの育成（林業普及指導員のフォレスター化では、前向きな展開は

考えられない。 
⑧ マネジメント・多角経営。人材育成（林業知識）全ての面で必要。 
⑨ 木材利用拡大の方策。 
⑩ 伝統工芸。 
⑪ 現場を知らない教員が指導しているのでこれではダメ。 
⑫ 林業事業体や森林組合などの現状把握。 
⑬ 木材利用とともに、伐採後の木材資源再生産（造林など）の分野 
 
1－1－3－5 本事業及び本館ケートに関する意見（自由記載） 
（素材生産事業体） 
① 事業の省力化を主体に研究されているが、事業が業として成立する功程～省力化を考え

てほしい。例→誘導伐（密着造林）地拵えが省かれ、植付功程（コンテナ苗）は 350 本

～400 本/人・日⇒（地権→2～3 人/ha 植付→250本/人日）位は見込んで欲しい。 
② このアンケートの集計又は今後どのような取組をされるか教えてください。また、いろ

いろな情報等をお聞かせください。 
③ 林業労務者の確保が最重要。日本の山は急峻であり、架線系の出材が 50%以上あり、林

業機械の開発も進んではいるが、もっと開発が必要。（ウッドライナー等）自給率 50%
が目標であるがとてもできない。 

④ 今いる日本の林業労働者が頑張っている内に何とかして後継者を育てていかないと山

で働く人はいなくなると思う。国の行政右ならえの透明性を保てばよい。一般競争では

若い人は来ないと思う。 
⑤ 10 年にわたる緑の雇用事業で林業従事者は全国約 50000 人のまま下げ止まり（従来は

10 年毎に半減のペース）平均年齢が若年化したというのが最大の効果でした。国のす

る補助金支出の名目はよくわかっているつもりですが、次のステップへ・・・というの

ではなく底辺拡大が重要です。林業を他産業並みの雇用条件としげ若者の参入をうなが

すことが再生への第一歩です。森林施業プランナーやフォレスターなどの資格を取って

いるメンバーは林業の現場にはいない人ばかり、少しも役立つ人材とは思えません。魅

力ある業界をつくることが先決です。 
⑥ 自然産業研究所にお世話になりました。生産面で架線系の機械の情報を入手したい。 
⑦ 当組合では組合員からの受託林産が 9 割以上を占め、買取林産は 1 割弱である。 
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⑧ 大学教員の現場能力が全くない。もっと現場のことを知るマイスター的な人材育成が日

本では急務である。 
（製材・合板製造事業体） 
① とにかく素材がないと、需要を逃がしてしまう。山側と製材側のニーズがマッチングし

ていない（短尺が多い）。 
② このアンケートが、山林所有者や従事者の「やる気」につながることを願います。 
③ 林業に関心が無い訳ではないが、製材業の事業展開に取り組むのに精一杯であるのが実

情です。 住宅用構造材に頼っている現在の国産材製材業では将来に大きな不安を抱え

ていますので。 原木供給は地元森林組合や素材生産業者との連携の中で安定的な供給

を求めていきたいです。 
④ アンケートの意味や目的がわかりかねる。設問を工夫して下さい 列記した問題点は全

て以前から指摘されていることで今後も解決できない問題でしょう。素材生産を増大さ

せるほどの需要はなくなるので、自然減がバランスとれるでしょう。増やさなければな

らないのは、役所の方の都合だけでしょう。再造林できない現状で素材生産の拡大は矛

盾しています。 
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1－2 各地域ヒヤリング 
（研修実施者、フォレスター、プランナー、現場技術者等から得られた情報） 

本項目では、特に計画系人材であるフォレスター、プランナーを中心に、実際に現場で

林業人材として活躍する個人やそのグループに対してヒヤリングを行い、現場での活動の

概要や林業人材育成に関する意見要望等について、とりまとめを行った。 
ヒヤリングの概況は下記の通りである。 
 

日程 対象 摘要 

平成 26 年 11 月 28 日 

秋田県森林組合連合

会・秋田県林業労働対

策基金 
フォレストワーカー等の養成 

平成 26 年 12 月 19 日 
認定森林施業プランナ

ー会合 
認定森林施業プランナーの活動と養成 

平成 27 年 1 月 13 日 大分県庁 大分県のフォレスター協議会の取組 
平成 27 年 1 月 20 日 鹿児島県庁 鹿児島県のフォレスター協議会の取組 

平成 27 年 1 月 21 日 曽於市森林組合 
曽於市におけるフォレスターと市町村の

連携 
 
それぞれの結果について以下に順に示す。なお本項目は林野庁委託事業平成 26 年度森林

総合監理士等育成対策事業のうち森林・林業人材育成対策調査事業と協働で実施したもの

である。 
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1-2-1 秋田県森林組合連合会・秋田県林業労働対策基金 
秋田県森林組合連合会・秋田県林業労働対策基金を対象に、フォレストワーカー等の育

成状況についてヒヤリングを行った。 
 

  

■結果概要 

結果(1)  ニューグリーンマイスター研修 

 認定事業体の 45 才以下が対象の県（担い手基金）単独研修事業 

 もともとは「民間事業体向けの緑の雇用」として始まった研修。緑の雇用の枠

組みが替わるのにあわせて内容を変えており、現在は、次世代の事業体経営層

の育成研修的な内容となっている 

 経営や木材流通の座学を含むところが特徴的だったが、近年、緑の雇用の集合

研修の内容が充実し類似してきている 

 

結果(2)  県内の研修の体系 

 就業前を大学校→就業後の OJT を緑の雇用（FW）→スキルアップをニューグリ

ーンマイスターという枠組みで想定している 

 秋田県では新規参入が年平均 140 名程度。FW 研修の定員が 40 名、ニューグリ

ーンマイスターの定員が 20 名と考えると、まだ研修を受けずに就業している

者がいる。要件のために FW 研修を受けられなかった者がニューグリーンマイ

スターを受けると言うこともあり、研修の複線化が重要 

 FL 研修は岩手県開催。これまで 10 名くらい受講がある。班長は現場を離れら

れないので、班長候補者が主な受講生。FM はこれまで 4 名。事業体の代表者

や合併組合の事業部長 

 

結果(3)  担い手育成の課題 

 緑の雇用 FW の最も優れた点は OJT であること。しかしながら、集合研修では、

その事業体で全く関係ない科目でも教えなくてはいけない。科目と受講時間が

大臣登録の根拠となっているため研修機関で手を入れられない。集合研修を全

国統一カリキュラムとすることの弊害でもあると思う。選択必修くらいの幅を

持たせられるとよいのだが 

 幅広く学ぶことで受講生は自分の目指す林業像が明確になり、転職につながる

ということも。林業担い手育成という意味ではいいことだが、研修実施機関と

しては、せっかく派遣してくれた事業体に申し訳ないと思う 

  

結果(4)  研修と処遇 

 事業体経営者は必要な研修を受講させているという意識なので、研修受講が処

遇に反映されることはないのではないか。また研修が多いので、受けられる者

はとにかく受けてこい、という雰囲気もある 

 人材間の階層性も問題。「プランナーは FM よりえらいのか？」などのイメージ

がない 

 研修や資格の有無に限らず、同じ仕事をやっているという感覚もある 
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1-2-2 認定森林施業プランナー会合 
認定森林施業プランナー協会の運営会合に参加し、フォレスターとの連携状況について

ヒヤリングを行った。 
 

 

■結果概要 

結果(1)  F との連携状況 

 県職員としての連携はあるが、フォレスター／准フォレスターという認識は

薄い 

 森林経営計画関連だと計画の担当者が出てくるので、フォレスターとの連携

にならない部分がある 

 

結果(2)  F への期待 

 もっと技術者としてのすごさを見せて欲しい 

 計画業務は事務手続きとして進められがちだが、自然相手の仕事であり必ず

しも予定通りに進まないことも。そういうときに、技術屋さんとして事務屋さ

んを説得、説明してくれるといい 

 H23 年頃に比べて、Fのイメージが薄くなっている気がする 

 

結果(3)  F としての活動意向 

 考えたことはあった。自分は県職員と比べると異動がなく地域の F として活

動しやすい。しかし、F資格をとってする仕事が見えないので、今はそう思わ

ない 

 林班より広い単位で山を見る技術者が求められているとは感じるので、それ

を担っていきたいと思う。しかしそれが、Fかというと疑問 
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1-2-3 大分県庁 
 大分県で今年度新たに、県下のフォレスター等の連携交流を図る協議会を立ち上げた。

そこで、協議会設立の背景やそのねらいについてヒヤリングを行った。 
 

 

■結果概要 

結果(1) 設立の経緯 

 林業は技術伝承が重要な産業。県内の林務職員が有するおのおのの得意分野を

行政全体として共有できるようにし、行政全体（国・県）として林業に積極的

に関わっていきたいという志。 

 大分県の林務職員は民間との人事交流があり、毎年外部に送り出している。受

け入れ先の企業もさまざまであり（例：住林フォレストサービス等）、こうし

た経験も協議会で共有したい。 

 国有林とも積極的に連携する。国有林職員にも協議会の役員になっていただい

ている。鹿児島のフォレスター協議会を参考にするところが大きい。 

  

結果(2) 今後の活動計画 

 今年度はまず、過去の森林の地図を手弁当にて GIS 化し、生産林候補地等の色

分けを行うことを進めてきた（昨年 12月で終了）。 

 上記を元に、大分県独自のゾーニングを次年度の春から開始する。再造林すべ

きエリア、生産林候補地（必要分を残して 50-100 年後につなげるエリア）な

ど。 

 

結果(3) プランナーとの連携 

 大分県南部地域や日田地域では、数年前からプランナーと准フォレスター（特

に出先機関所属）との連携、情報共有を行っている。例えば団地化など。 

 P と F が相互にコミュニケーションを行うことで、F は自分に不足する分野を

自己評価し、その不得意分野については協議会のネットワークを活用して補っ

ていく。 

 また現場の Fと本庁の林務職員（例えば、河野氏や神鳥氏など）が協議会で情

報共有を行うことで、本庁において現場に必要な政策立案にも活用できる。 

 

結果(4) 必要な研修等 

 木材流通や林業機械に関する研修の追加。林業機械は常に進歩しており、キャ

ッチアップが遅れている認識 
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1-2-4 鹿児島県庁 
 鹿児島県では H23 年より県下のフォレスター等の連携交流を図るフォレスター協議会の

取組を進めている。その概要についてヒヤリングを行った。 
 

 

■結果概要 

結果(1)  鹿児島県フォレスター等連絡協議会 

 准 F 研修受講者による自発的な勉強会がきっかけ。フォレスターとして活動

するために、さらなる勉強の必要性を感じたので 

 ボトムアップで始まった協議会だが、存在をアピールするために次長等にプ

レゼンを行った。それにより認知度が高まった 

 

結果(2)  県行政における位置づけ 

 准 F 研修受講者は必ず F 試験を受験し合格しなければならないという空気が

あるため、みんな必死で勉強している 

 試験合格率が高いので、県幹部も人事等において F を意識せざるを得ないの

では 

 試験合格者は AG として任用されなくとも、研修で学んだことをいかして業務

に当たるべきと思う。そういう感覚が広く共有されている 

 小規模民有林が多いという土地柄のため、集約化は長らく県 AGのテーマだっ

た。なので、准 F研修内容に違和感が少なかった 

 

結果(3)  民国連携 

 准 F 研修を経て国有林職員と関係が近くなった。森林整備協定なども、関係

性をいかして推進している 

 国有林の事業量を提示してもらうことで、流域全体で労働力の確保ができる

ようになってきた（大隅地区） 

 

 
 
1-2-5 曽於市森林組合 
 鹿児島県曽於市では市単独の補助事業として再造林の補助が行われている。本事業が創

設された背景に鹿児島県フォレスターの存在があったとのことから、その点を中心にヒヤ

リングを行った。 
 

■結果概要 

結果(1)  市単独の再造林補助事業について 

 もともと市単独で間伐補助事業を予算化していたが、間伐から皆伐に切り替わ

ってきた。再造林に対する懸念があり、間伐の補助事業を間伐＋再造林の補助

事業とした 

 市、森林組合、県による林業部会をつくっていて、定例会をもち情報共有して

いる。市は伐採届の情報をそこで提示している 

 林業部会による交流から、こういう事業の立案も進んでいく 
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結果(2)  県普及指導員の役割、期待 

 市にとっても森組にとっても非常に重要。技術的な指導をしてもらっている 

 市町村では専門職員を配置できない現状。市町村森林整備計画も事務職員だけ

では進められない。県の専門職員の助言が必要 

 

結果(3)  市における専門職員の採用、配置 

 曽於市では、専門職 1名と、林学専攻の事務職員 1名が長期的に林務を担って

いる。合併の際に縮減されたが、現在、追加採用できるよう要望中。また市職

員を育成研修に派遣できるよう要望している 

 鹿児島県内の市町村では林業技師という採用はほとんどない。技師は土木くら

いではないか 

 県 AG としても、市役所にある程度経験がある連携相手がいると非常にやりや

すい 

 

 
 
1-2-6 まとめ 
フォレスターやプランナーなどの計画系人材はその活動において、人材名称・役割・資

格等の制度が整備される以前に行われていた業務との差別化を図る点に苦労していること

が推察された。これは、これまでの間伐を中心とする造育林時代では、計画系の業務は事

務的な取扱いが中心になりがちで、森林林業の技術知識があまり求められてこなかったと

する部分と符合しているように思われた。 
差別化を進めるためには制度的な裏付けもさることながら、人材としての能力について

十分な裏打ちが必要となる。現在のフォレスターまたはプランナーが不足を感じている分

野は、林業機械等の効率的な素材生産の分野と木材の加工流通といった川下分野があげら

れる。これらは昨年度の調査結果とも一致している。今年度新たに発見された点としては、

特に九州地域を中心に、間伐だけでなく主伐も増えて来ている現状があり、改めて現代に

おける再造林に関する分野（単純な技術にとどまらず、今後の森林経営を見据えた考え方

も含め）である。このような部分は、今後の社会人教育に期待される部分と言えよう。 
また、フォレスター、プランナーのいずれにおいても、研修等をきっかけに相互交流を

図ることで、同人材の異なる実践を通じて自らに必要な技能等の研鑽が図られていること

があきらかとなった。教育機関のような業界の枠組みに依存しない場を共有することは、

人材の相互交流にとっても意味のあることと考えられる。 
曽於市の事例からは実際に森林所有者に最も近い存在である市町村職員が、市町村行政

特有の事情のために、林務行政の取扱いに苦労していることが把握できた。フォレスター

またはプランナーといった計画系人材は、市町村の林務行政を直接的に支援できる立場で

もあるため、このような林業人材をさらに育成蓄積することは、地域の森林管理に非常に

意義のあることと確認できた。 
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1－3 市町村の森林管理    
林業人材の活動の受益者としてはさまざまな対象を想定することができるが、地域森林

管理が進展し、地域の森林整備が進むこと、あるいは、地域産業としての林業が振興する

ことなどからは、地域森林管理の主体である市町村は主要な受益者であると考えられる。 
そこで、現在の地域における林業人材の活動等について、市町村森林整備計画を樹立し

ている市町村を対象としてアンケートを行った。方法及び結果を下記に示す。 
なお本アンケートは林野庁委託事業平成 26年度森林総合監理士等育成対策事業のうち森

林・林業人材育成対策調査事業および全国公有林野協議会と協働で実施したものである。 
 
 
1-3-1 調査方法 
 

 

■対象 

市町村森林整備計画樹立市町村（1,615） 

 

■実施時期 

平成 26 年 11 月 17 日（月）～12 月 5 日（金） 

 

■調査票の配布・回収 

郵送にて配布・回収、一部電子ファイルにて回収 

 

■調査票の回収結果 

840（回収率：52.0％） 

 

■主な調査内容 

・市町村森林整備計画の策定や運用 

・国の人材育成方針について 

・管内森林に係る新たな公有化の動きや方針について 
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1-3-2 結果 

(ア) 森林・林業関連の専門教育を受けた職員の配置 等 
 森林・林業関連の専門教育を受けた職員の配置は 10%未満と限定的である。同様に森林・

林業分野の専任の職員の配置についても限定的（10%程度）であった。 

 
 
 

(イ) 過去 5 年間の林務担当職員数の推移 
 過去 5 年間の林務担当職員数の推移は横ばい、あるいは、減少傾向にあった。 
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(ウ) 市町村森林整備計画の策定時における実施事項 

 市町村森林整備計画の策定時における実施事項については、「都道府県のマニュアル（ひ

な形）に従って作成」が約 90％であり、「都道府県職員の支援を受けた」が約 60%であっ

た。 
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(エ) 市町村森林整備計画の運用時にあたっての工夫 

 市町村森林整備計画の運用時にあたっての工夫については、「独自の工夫はない」が 90％
以上であった。 
工夫の例としては、ゾーニング、伐期の延長、造林への全額補助、ほぼ全域を水源の涵

養区分に指定、皆伐上限を調整 
森林病害虫及び鳥獣対策の追加、後継者対策等の方針を追加、町森林整備計画検討委員会

設立などがあった。 
 

ある

2%

ない

96%

無回答・無効

回答

2%

Ⅲ2 市町村森林整備計画の運用に当たっての

市町村独自の工夫 SA
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(オ) 市町村森林整備計画の運用時にあたっての課題 

 「運用上困っていることはない」が約 90％であった。 
課題の例としては、専任職員・専門知識を有する職員が不在、整備計画が不用な地域に

おける事務負担・予算の確保、地域に適した基準づくり（ゾーニング、施業方法、標準伐

期齢など）ができない、などがあった。 
 

ある

7%

ない

86%

無回答・無効

回答

7%

Ⅲ3 市町村森林整備計画の運用上困っているこ

と SA
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(カ) 林業人材の認知 

林業人材（名称・役割）の認知について尋ねたところ、各人材の認知度は、フォレスタ

ー（約 70%）、森林施業プランナー（約 50%）、林業作業士等（約 30%）であった。 
 

66.7%

49.4%

25.0%

32.6%

49.4%

72.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フォレスター

森林施業プランナー

林業作業士等

Ⅳ1 各人材の名称および役割の認知 SA

知っていた 知らなかった 無回答・無効回答
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(キ) 自らの市町村を担当する人材の認知 

一方、自らの市町村を担当する人材の認知についての設問では、担当者の認知度はフォ

レスター（約 40%）、森林施業プランナー（約 30%）、林業作業士等（約 10%）であった。 
 

38.1%

25.4%

10.1%

9.9%

12.0%

9.6%

50.6%

61.7%

78.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フォレスター

森林施業プランナー

林業作業士等

Ⅳ2 自らの市町村を担当する各人材の認知 SA

該当者を知っている

該当者はいない

該当者を知らない、わからない

無回答・無効回答
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(ク) F および P に期待する活動分野 

 フォレスターやプランナーに期待する活動分野については、フォレスターについては森

林整備計画や森林経営計画のサポートに期待（約 60%）する一方、プランナーについては

森林所有者や森林経営計画へのサポートに期待（約 50%）がなされていた。 
 
 

6%

6%

5%

7%

6%

5%

5%

4%

5%

6%

37%

32%

34%

41%

39%

16%

16%

18%

14%

16%

29%

35%

32%

26%

26%

7%

7%

7%

7%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村森林整備計画をたてる際の技術的支援

境界の明確化等森林所有者に対する技術的指導、助言

森林経営計画の認定に関する指導・助言

伐採届の受理等、森林施業の実施に関する調整・指導・助言

林道の開設効果、森林施業の経済的効果、雇用効果等森林の経

済的価値に関する具体的な情報の提供

Ⅳ5 森林施業プランナーに期待する活動分野 SA

期待しない あまり期待しない どちらでもない やや期待する 期待する 無回答

 

 

4%

6%

4%

5%

5%

4%

7%

3%

4%

5%

26%

35%

29%

38%

38%

19%

17%

19%

17%

17%

43%

31%

39%

31%

30%

5%

5%

5%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村森林整備計画をたてる際の技術的支援

境界の明確化等森林所有者に対する技術的指導、助言

森林経営計画の認定に関する指導・助言

伐採届の受理等、森林施業の実施に関する調整・指導・助言

林道の開設効果、森林施業の経済的効果、雇用効果等森林の経

済的価値に関する具体的な情報の提供

Ⅳ5 フォレスターに期待する活動分野 SA

期待しない あまり期待しない どちらでもない やや期待する 期待する 無回答
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1-3-3 まとめ 
 市町村森林整備計画樹立市町村を対象とするアンケートからは、一部の市町村が専門職

員を配置し独自の運用の工夫を行う等に取り組む一方で、大半の市町村では、専門職員の

みならず専任の職員配置を行うことも難しく、県の指導をよりどころとして市町村森林整

備計画に取り組んでいる現状が浮き彫りとされた。このような状況において、フォレスタ

ーまたはプランナーといった組織外の専門人材への期待は非常に高いと思われるが、人材

名称や役割についての認知はあるが、担当者の認知はないなど、まだ現実的な連携支援の

活動にまでは至っていないことが明らかとなった。 
 市町村に林業人材に対するニーズがあることは示されたことから、今後、林業人材が確

かに市町村を支援できるようその能力向上を図っていくと共に、連携の蓄積から役割の認

知度を高めていくことが必要と考えられる。 
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２ 都道府県等が実施している教育研修プログラム調査 
 
2－1 都道府県で実施されている教育研修プログラム 
 各都道府県では、林務行政の一環として様々な研修が実施されている。今回は各都道府

県、林業労働力確保にかかわる団体、都道府県森林組合連合会のホームページ等で公表さ

れている林業、木材生産に関わる教育研修プログラムについて、教育研修プログラムい名、

受講対象、１回あたりの受講人数、研修等の回数、受講期間と日数、主な研修内容につい

て一覧表を作成した。なお、ホームページに掲載された教育研修プログラムはすべてでは

ないと思われる。特に森林所有者教育や全国林業研究グループの活動については漏れがあ

ると思われる。また、一般国民、住民向けの森林環境教育に関する教育研修プログラムは

除いている。 
 ホームページからみた各都道府県で実施されている教育研修プログラムは、２４６プロ

グラムであり、多くが個別作業の技能研修、資格取得研修である。これは緑の雇用事業に

関連したものとそうでないものが存在するようである。なお、一部１か月以上に及ぶ研修

もあり、一つは昔から実施されていた基幹林業作業士（グリーンマイスター）養成にかか

わるもので２か月程度で様々な知識、研修を行うものと、後に詳しく述べる大学校（１－

２年間）である。 
 なお、多くの短期間のプログラムは、緑の雇用対策事業と森林・林業人材育成加速化事

業（平成２３年度補正から平成２６年度まで）によるものが多い。 
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2－2 九州地区都道府県による研修活動 
2-2-1 概要 
 九州地区（※沖縄県を除く）各県の林業人材育成を担当する者を招集し、各県の育成の

状況について報告を受けると共に総合的な意見交換を行った。結果の概要を以下に示す。 
 
2-2-3 福岡県 
外部向け研修 
 1．全森連委託。 
 2．厚生労働省の緊急雇用事業。事業体に雇用契約を結んでもらい、OJT をはかる。し

かし定着に結びつかない現状。 
 3．緑の雇用。認定事業体への新規就業者確保。 
 4．緑の雇用開始以前の着業者で、資格取得できていない者の資格取得支援。 
 ここまでが支援センターが主となる研修事業。 
 5．免許規程にもとづく講習。主体は労確センターだが、講師は県職員。 
 6．加速化による P 研修。 
 7．加速化による作設検討会。現場での検討会。今回は国有林も来てくれた。 
 8．フォレストサーベイとの共催による作設研修。 
 9,10. 特用林産物の研修。 
 11．ボランティアの安全教育。 
 12. 小中学校の教員向け研修。なかなか参加者が集まらない。 
 13．農業大学校に対する研修。1 年次は座学、2 年次は演習。 
課題 
 林業架線作業主任者講習の講師確保。講師要件がきびしい。県職員であれば、林業機

械の SP を持っていないといけない等。座学はなんとかなるが、実技はなかなか難しい。

実際には民間の技術者に来てもらっている。今後、県職員の世代交代の中で、架線の

経験が少なくなっていく。座学も難しくなるのではないか。 
 加速化事業が廃止になる中で、プランナー研修の経費等をどう確保するか。新たな養

成は必要ないが、フォローアップを考えていた。また実施主体も課題。県森連には人

手がなくできないといわれている。 
今後の研修ニーズ 
 架線研修はニーズがあるが、どういう架線システムがよいのかという点についても検

討が必要。研修をするにしても、どういういうメニューでどういう内容とするべきか。 
 P 研修はフォローアップによる能力向上が必要。 
大学等への期待 
 研修の面で大学等との関係が現在のところない。そのため思いつかなかった。 
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2-2-4 佐賀県 
 現場技術者の育成、林業事業体職員の育成、行政職員の育成、林業就業促進、林業後

継者育成の 5 つの軸で整理した。 
 
現場技術者の育成 
 緑の雇用。他県と同様に実施。実施主体は以前は労確センターだったが、H25 から県

森連に移管。県は講師として協力。 
 作業道 OP 育成。フォレストサーベイの研修事業＋加速化事業。今年度は中級のみだ

が、県内にまだ研修修了者が少ないため、来年は県単独で初級を実施する予定。 
 加速化による現地検討会では、林業事業体だけでなく、計画する人・つくる人・指導

する人をあわせてやっている。 
 施業 P 育成。加速化を利用した一次研修。H26 からは一次研修が補助対象にならなか

ったため、実施しなかった。来年度は県単独でできないかを検討中。 
 森林経営計画情報交換会。全森連事業。開催予定。 
 県産木材利用推進プロジェクト会議。森組の参事クラス、業務担当課長クラスや森林

管理署を招集し、みんなで検討している。県単独。参加者が相互に講師を務めている。 
 フォレスター。フォローアップ研修については、作業システムとサプライチェーンが

課題と考える。佐賀県内では、「フォレスター等による打合会」があり、国と県の職員

で現地検討会等を実施している。 
 林業就業促進。学生の就業支援として、伊万里農林高校で出前講座やインターンシッ

プを実施している。 
 林業教室。シニア層新規参入者向け研修。H23 からは収益につなげることを見越して、

特用林産の専門コースを実施している。H27 からは川下の研修をやりたい。 
 林業後継者の育成。林研グループの支援など。 
課題 
 プランナーの研修講師に適任者を探すのが難しいと感じている。作業システム等の講

義をできる者がいるとよい。また来年度木材加工技術の研修をやりたいと企画してお

り、加工や流通についても講師がいたらしりたい。さらに、来年、現場技術者に対し

て、現場技術者自身が作業システムやコスト意識をもつという講習を考えているが、

そこでも講師があるといいと思う。 
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2-2-5 長崎県 
 普及指導員が研修に携わる背景。普及指導方針の H23 改正により、技術者育成が普及

指導事業の範疇に入った。その後、再生プランの枠組みの中で、林業人材育成に大き

な予算がついた。そういう流れの中で取り組んできたことを紹介したい。 
 
現状 
 フォレスター。国の研修への積極的な参加。加えて県の研修としては、テーマごとの

集合研修を開催。天然更新完了基準検討、コミュニケーション、欧州の森づくり等。 
 プランナー。これまで全森連系統で実施していたが、加速化を利用することで県で実

施するようになった。フォローアップ研修では全産業的な立場から効率的な生産を考

えるというような研修を実施した。 
 FW。新規就業者の定着を促すために、班長級に対して部下の育成に係る研修を実施し

たほか、効率的な作業システムについて考える座学を実施した。 
 全般的に「共に学び考える」「使えるものは持ち帰る」というモットーで実施している。 
 実際の研修運営。日程調整が難しい（参加者、講師）。結果として、外部講師でなく県

職員が講師を務めたこともあった。 
 「見て覚える」だけでは新人はなかなか育たない。ワークショップでは言語化を重視

している。またふりかえりシートに書き込んで持ち帰ってもらうことにも留意。 
課題 
 新規就業者の研修については、雇用主は利益を理解しているものの、新人を抱え込む

ことがリスクという考えがあるのではないか。 
 研修カリキュラムの企画。参加者が見えないなかで、適正なカリキュラムを企画する

ことは難しい。普及指導員としての業務をしながらのためいっそう難しい。 
 緑の雇用。誰につくかで全然変わる。 
 以上のような課題を総合すると、一貫的な育成機関（林業学校）が必要なのではない

かと感じている。 
 研修生に聞くと「見て覚えろ」といわれるとのこと。最近の研修生は、鉈も使ったこ

とがないのにチェンソーを持たされて、「できない」と避難される。そこに不信感があ

るという者もいる。ベースを養成するための研修教育機関が必要なのではないか。 
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2-2-6 大分県 
■大分県 
 特用林産関係、県職員向けの研修は別のところで研修事業を持っている。また、普及

員やプランナー向けの研修はまた別のところ。今回は素材生産にからむ人材育成につ

いてのみ報告する。 
現状 
 技術向上。架線技術については後継者が減ってきていることから、特別に講習を実施

している。資格取得については研修所で実施している。 
 森林ネットおおいたや県森連への委託により実施する事業が多い。 
 事業体に対しては、普及関係部署でもレベルアップの研修を実施している。 
 農業学校向け研修等も実施している。これは林業研究部の管轄。 
 林研の研修については、大分県では林研が自前の企画運営で実施している。県はサポ

ートのみ。 
今後の研修ニーズ。要望 
 大分県でもアカデミー的な学校をつくれないのかという声が出ている。素材生産と建

築の双方で声が出ている。製材部門については、日田林高と連携してやろうという声

もある。実際にアカデミーをつくろうとなると、財源、人材等課題は多い。大分県だ

けではできないなと思っているところなので、連携できればと考えている。 
 
■森林ネットおおいた 
 H15 年度に登録教習機関になったため、県の指定管理者となって、研修事業の管理運

営を実施している。 
 昨年、今年とコンラッドの TY に関する研修を実施している。 
課題 
 林業架線作業者主任講習。講師がいないのは大分でも同じ。現状、県 OB に来てもら

っているが、その次の世代がいない。登録機関である以上、サブ講師を持っておきた

いのだが、苦労している。 
 高性能林業機械の特別講習の制度導入により、実地研修のフィールドがうまく見つか

らない。これまでは県有林を使っていたが、だんだん余裕がなくなってきた。 
 明日、福岡県で就業相談会があるが、大分県では研修以前に担い手確保が課題。認定

事業体も 1 年間を通じて求人を出しているが来ないという現状。検討課題としてほし

い。年末に大分県でガイダンスをしたときに一番大きかった声は「林業ってどういう

仕事？」という質問。農業に比べ、林業はどういう仕事なのかわかりにくい。理解を

引き上げる必要があると思う。 
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2-2-7 熊本県 
■熊本県 
現状 

 普及指導員専門研修について。熊本県の現状。八代の木質バイオマス発電所、く

まもと製材、芦北の新栄合板など各地に大規模需要先がある。地域ごとに需要に

どう対応するのかということが問われるため「地域林業のプランニング」という

テーマで研修を行っているところ。 
 

課題 
 講師確保は当県でも同様の課題。 
 横の連絡。複数の研修をどう効率的に組み合わせるか。 
 地域林業の確立。流域で林業が 5 年後、10 年後にどうなっていくかを事業体の人

から持ち上げなくてはいけない。そういうことをやらないと、人材育成もうまく

動けない気がする。全部、つなげて考えることが必要。森林所有者や大規模経営

者にもわかってもらわなければいけない。 
 行政はどうしても所管部署ごとに目標が有り、それを森組等に押しつける傾向が

強いように感じる。それではやっていけないのではと思う。 
大学へのニーズ 

 成果を普及指導や担い手育成に活用していきたいと思っているので、ぜひ発信し

て欲しい。 
 
■熊本県森連 
 現状 

 P 研修の企画運営者として。安全意識の確立、制度の理解、IT 技術の理解と習得

を大切にしている。林業系の大学や高校出身者が森組職員の 2-3 割。自然科学的

な思考ができるプランナーの養成をしたい。 
 また見積をつくる為には、歩掛を知ることが重要。作業システムについてもどこ

でも三点セットではいけない。フィールドとの適合性の判断が必要。このような

点を重視している。 
 具体的には、間伐の必要量を数量的に把握するために、収量比数の研修をしたり、

歩掛調査については実施方法を鹿大演習林で習ったりしている。 
 P の業務とは。市場調査、売上確保、在庫管理、労務管理、営業（施業提案）。安

全管理、工程管理、コスト管理。リピーター確保につながる生産。すべて経営上

の重要な視点。P が今後、森組の経営層になるのではと期待。また経験から言う

と、若手が伸びる。IT 技術等の習得が早い。 
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課題 
 林業労働力の不足。少ない労働力を、安全を確保しつつ、効率的に回すためには

どうするか。プランナー、作業班長の研修がより重要になる。 
 働き手が来ない。緑の雇用の動向を見ていると、ライフイベントで離脱する傾向

があるように感じる。3 年目-結婚、7 年目-子どもができる、等。「いかにやめさせ

ないか」とはすなわち「年収 400 万円の確保」。これをテーマにディスカッション

したこともある 
 
 
 
2-2-8 宮崎県 
 県として育成する人材を整理し、人材ごとに研修を整理した。 

 
現状 
 フォレスター。国の研修への派遣のほか、普及員の研修大会等を開催している。 
 市町村。新たに林業関係業務に就いた者を対象に基礎的な研修を実施。 
 現場技能者。高性能林業機械のメンテナンス研修は要望に応じて開催した。大径材の

研修については技術を有する者を講師として現地で実施している。 
 新規就業者。緑の青年就業準備支援事業。今年度から開始。1,200 時間／年。この研修

が一番、対応が難しいと感じている。林業大学校などの形をとっておらず、既存の研

修を受けてもらって、かつ、空いている時間は別途研修を作るという形で実施してい

るため、企画運営が難しい。 
問題点、課題 
 緑の青年就業準備支援事業は「みやざき林業青年アカデミー」として実施。これまで

長期研修を組んだことがなかったので、カリキュラム作成に苦慮。また講師や受け入

れ先の選定も難しい。現在は、森林組合の協力を得ているが、直前の対応になってし

まうことも多く、手探り状態。 
 労確センター等の既存の研修機関も人手不足で対応できない。本事業専任の職員を配

置できないので、各機関分担で実施している状態。 
大学等教育機関へのニーズ 
 受入可能な研修 PG を示して欲しい。メニュー化。その中から選択できるものがあれ

ば、カリキュラムの中に取り込んでいきたい。 
 宮崎大学とは現状は個別の教員単位でお願いして協力してもらっている状態。 
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2-2-9 鹿児島県 
実施状況 
 鹿児島県ではセンターに 5名がおり、出先の普及員 16名の指導助言をするという体制。

そのため、年 4 回の定例会、年 2～3 回の専門研修を実施している。森林経営、森林保

護、特用林産 等。今年度はコンテナ苗植栽、シカ防護策設置の研修を実施した。こ

れらは普及員のスキルアップが目的。 
 P 研修。県庁で集合研修 2 回、出先で 2 回のフォローアップ。40 名近い参加があった。 
 森林作業道作設検討会・加速化、OP 研修・県単独事業。 
 原木シイタケ生産者養成講座、タケノコ生産者養成講座。いずれも初心者対象。 
 森林教育研修。小中学校教員対象。 
 森林環境税による森林環境教育、体験活動。小中学校生対象。のべ 1,500 人・17 校。 
 若手従事者に対するスペシャリスト養成講座。青年林業士の育成。 
 鹿児島県 F 協議会の意見交換会。 
 緑の雇用。県の専門普及員が講師として協力。 
研修体制 
 以前は直営で研修所を持っていたが、指定管理者制度になり、支援センターになった。

支援センターは県の OB が中心。そのため、幅広く県が担うことができている。 
 OP については加速化事業を活用して実施している。 
課題 
 県職員が講師として参加する場合の選定等が難しい。講師向け研修ができないものか。

特に、緑の雇用については FW1-3 と受講生のばらつきが大きい。 
 
 
2-2-10 まとめ 
現状の課題としては、林業架線作業主任者免許規程の講師や作業システム、木材利用・

流通等について、研修の講師確保が難しいこと、路網作設や高性能林業機械操作の研修フ

ィールド確保が難しいこと、研修生の質的なばらつきが大きい中で、普及指導員としての

業務に携わる傍ら、研修企画をすることが難しいこと、研修以前に就業の担い手確保が重

要であり林業という産業の認知度向上が必要であるとの声があった。 
今後のニーズ等としては、講師養成研修の必要性が指摘されたほか、新規就業者につい

て、OJT に入る前に、林業大学校的な教育機関があることが望ましいという意見があった。 
それを受けての総合的な意見交換では、大学校を求める意見と、緑の雇用（とその改善）

で対応可能ではとする意見があったほか、大学が社会人教育に関与するためには、造林、

計画、路網、機械等の教員が揃っている方が望ましいという意見があった。 
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2－3 大学校等のとりくみ 
2-3-1 概要 
全国の大学校等の取組についてヒヤリングを行った。概要は以下の通りである。 
 

日程 対象 摘要 

平成 26 年 8 月 7 日 全国林業大学校連絡協議会 
全国の林業大学校の活動概

況 

平成 26 年 11 月 27 日 秋田県林業研究研修センター 大学校設立の経緯 

平成 26 年 12 月 15 日 京都府立林業大学校 概況、課題 

   

平成 26 年 11 月 20 日 金沢林業大学校 取組の概要 

平成 27 年 1 月 22 日 NPO 法人 森と木の研究所 市町村職員研修 
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2-3-2 全国林業短期大学校連絡協議会 

事前に各校より議題を事務局に提出。事務局が集約し参加校に回覧・回答を集約し

たものを資料としてとりまとめ、それらを参照しながら、意見交換が行われた。事前

提出議題は下記の通り。 
 

(1) 学生募集方法はどうしているか 
(2) 求人、キャリアサポートはどうしているか 
(3) シラバスの作成方法をどうしているか 
(4) カリキュラムについて 
(5) 緑の青年就業準備給付金事業について 
(6) 授業料返還免除の取扱いについて 
(7) 高性能林業機械実習をどう運営しているか 
(8) 成績不良の扱いについて 
(9) 同窓会について 
(10) 学生寮の運営管理について 

 
事前提出議題の意見交換終了後、新たに参加者から提議をうけ追加的な意見交換が

行われた。追加的な意見交換における議題は次の通り。 
(1) 卒業生の林業への定着率の把握をしているかどうか 
(2) 林大卒業に対するメリットをどう出すか、優遇措置 
(3) 緑の青年就業準備給付金事業の受給機関ネットワーキング⇒人材育成機関の

ネットワーキング 
 
 研修機関と教育機関は異なるものであると理解した。学校という組織で未成年を預か

ることならではの特有の苦労があり、都道府県の農林水産部が運営を担う大学校では

ノウハウの蓄積が十分でない部分がある。高校や大学などの教育を専門とする機関が

協力できる部分があるのではないか。 
 就職の問題。せっかく専門教育を受けても、希望する就職先が求人票を出してくれな

い、定期採用に不慣れ、などの事例があるとのことであった。また従来開拓してきた

就職先が、近年増加してきた女子学生とマッチングしないという報告もあった。林業

大学校の教育の意義を高めるためにも、就職面でのミスマッチの解消が重要であるよ

うに思われる。 
 「緑の青年就業準備給付金事業」は非常に有益な事業であるが使い方が難しいという

意見があった（扶養控除、適用される職種、控除の対象となる経費の考え方 等）。ま

た事業を主管する林野庁労働対策室からは、受給機関である林業大学校に加え、4 県の
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研修機関をあわせた組織化またはネットワーキングの要望が出されたが、大学校から

はその意義を認めつつも、「大学校特有の苦労を共有する場」として現在の会議体はそ

のまま継続したいという意向であった。 
 特に高性能林業機械の実習について、十分な教育を提供できていない、あるいは提供

できているがその維持継続に課題があるといった状況であることが示された。 
 林業大学校にはこの協議会があり、農林高校（林業高校）には別途、協議会がある。

また大学で林業技術者教育について検討する場としては JAFEE がある。しかしこれら

をタテにつなぐ会議体がない。ノウハウの共有や高性能林業機械の実習の共同運営な

ど、学校種別を超えた連携を実現するためにも、タテの共有が必要であるように思わ

れた。 
 
2-3-3 秋田県林業研究研修センター 

 

■結果概要 

結果(1)  林業研究研修センター（愛称：林業大学校）の設立 

 県内の高校から林科がなくなったこと、県の試験研究機関および普及指導の

方針が再編されたことから、試験場と普及の中枢を一体化して林業研究研修セ

ンターとし、あわせて就業前の若年層教育機関としての位置づけももつことに

なった 

 2 年制のカリキュラム。来春開講予定。主たる対象は普通高校の卒業生 

 入学申請資格として卒業後の県内就職の希望者で、県内の事業体の戦力を養

成するという点は明確 

 

結果(2)  育成目標、運営 

 「考えて動ける人」。主たる受益者である事業体からは、現場技術力は就職後

につけられるので、一定の技術知識を教えて欲しいといわれている。ただし闇

雲に幅広い技術知識ではなく、現場に直結した技術知識 

 実践力を養成するために、県内業界団体や機械メーカーにより構成されるサ

ポートチームをつくり、講師等はそこから応援を得る想定 

 研修普及指導室が運営の主体。3人が従事している。しかし専任ではなく他の

業務も持ちながらである 
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2-3-4 京都府立林業大学校 

 

■結果概要 

結果(1)  大学校の概況 

 現在開校 3年目。1期生が卒業したところだが、ほぼ全員が林業系の就職をし

た。 

 カリキュラムの特徴としては、1年次に 5日間、2年次に 2ヶ月のインターン

研修を設けていること。現場経験を通じて自らの適性を探すと同時に事業体側

のお試し期間でもある 

 高性能林業機械の実習には非常に力を入れており、高性能林業機械操作士と

いう独自資格を設けている。また「森林公共政策専攻」というコースを設け、

森林公共政策士という資格もつくっている。とはいえ就職ではコースは特に関

係ない 

 

結果(2)  学生について 

 志望者の大半が森林林業を知らない。「自然に近いところで仕事したい」とい

うことで志望してくる。森林組合、素材事業体といった存在も知らない 

 入学当初は学生気分が強く授業中に寝たりする等あるが、チェンソーによる

伐木実習や高性能機械実習で林業人としての心構えができるようだ。最後にイ

ンターン研修で、自分の足らない部分に気づき、そこを養成して就職に至ると

なっている 

 

結果(3)  大学校開設の変化 

 大学校をつくったことで林務行政の課題が見えてきた。業界の雇用形態や採

用チャネルの問題、林業就業者の技能評価の必要性など。そこで、府森連を通

じて就職説明会を開いたり、「林業の星」制度という技能評価制度を立ち上げ

る等の動きが出てきたことは想定外の効果 

 また府林務職の採用試験に初級職ができた。進路のひとつと想定 

  

結果(4)  緑の雇用との関連 

 林業事業体がハローワークを通じた求人から大学校に対する求人にシフトし

つつある。少なくとも京都府では、現在のところ、採用チャネルの中心が緑の

雇用 FW から大学校になっているのではないか 

 大学校である意味について。技術を教えるだけなら 3 ヶ月でよいが、自然と

のつきあい方を教えるには 2 年間が必要。林業に就業し、今後 30 年間はたら

くとなると、必要な技能は変わってくるはず。森林とのつきあい方の中核を理

解していれば、そうなっても対応できるのではないかと思う 

 教育のジレンマ。就職先では高性能林業機械を全く使わないという者もいる

中で、授業ではそれを教えている。しかし教育とはある程度はそういう性質を

もつのではないかと感じる 
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2-3-5 金沢林業大学校 

 

■結果概要 

結果(1)  金沢林業大学校 

 金沢市森づくり条例を基盤として立ち上がった研修事業 

 20 名程度の受講生に 2年間の研修を提供 

 研修企画運営は専属の職員（市林務課 OB）が実施。拠点は市森林組合の建物。

一部の事務については市森組が提供 

 現在の受講生で 3期目。4期目の募集を開始しているところ 

 

結果(2)  育成の目標 

 中山間地域の森づくりや地域づくりの担い手育成が主たる目標 

 用材生産というよりも、放棄森林の手入れや特用林産栽培による“楽しみ”や

“稼ぎ”についての啓発がカリキュラムの中心 

 受講生は森林所有者と非所有者が半々。定年退職者世代が多く、子ども時代に

山仕事の経験やイメージはあるが断絶しているという者が多い 

 研修終了後は、森組に登録し、簡易な作業を請負うこともある 

 

結果(3)  外部との関連、連携 

 県普及指導員や大学等との連携はほとんど見られない 

 市単独事業としての色彩が濃い 
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2-3-6  NPO 法人 森と木の研究所 
 

 

■結果概要 

結果(1)  背景、経緯 

 県林務職員の OB2 名を中心に立ち上げた NPO で、市町村の経験の浅い林務職

員を対象とした研修をミッションとしている 

 市町村林務職員の状況が近年大きく変わった。行財政改革、市町村合併。昔

は、林務係の顔が見えていたが、見えなくなった。 

 一方で、国や県から許認可を含めて権限が下りてきている。しかし、林業の

基礎的な知識技術がないため、「地域の林業をどうもっていくか」という視点

がない。林業にかかる行政事務にとどまってしまっている 

 市町村行政推進協議会と共催で実施している。今年度で 3 年目。徐々に認知

度も向上してきた 

 

結果(2)  研修概要 

 春 2日間、秋 2日間のプログラム。春は県の研修所を利用。秋は座学中心 

 一般市民向けの講座に近いような、ごく基礎的な研修を実施している 

 講師は NPO 会員のほか、鹿児島県、鹿児島大学等から 

 参加者は用務として参加している。受講料は徴収していない。財源をどう確

保するかが課題 

 参加者のアンケートはとっているが前例のない研修なので、あまりニーズ等

はまだ明確に出てきていない 
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2－4  教育機関等での人材教育の取り組み 
          

 

      
 



 

64 
 

Ⅲ 中核的事業において取り組まれている教育研修プログラム 

 
 
 
 

１ 北海道大学 
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２ 島根大学 
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 島根大学の職域プロジェクト報告書より、教育対象の選定意図等について以下に引用す

る。 

2－1 教育プログラムの意図 

（１）「革新的森林経営」の担い手の育成の必要性 

 中国地方のような後発林業地では循環的林業形成が課題であり、山元からの循環創出の 

ために、最新情報を背景に経営マインドを備えた森林経営の担い手が必要である。本事業 

では、知識修得や研修の機会が少なく旧来の経営意識でいることが多い森林所有者、森林 

組合職員、市町村職員等に対して、県の林業普及機関等と連携し、森林経営に必要な森林・ 

木材利用の最新知識を修得させ、地域林業の中心となる「革新的森林経営」の担い手の育 

成を図る。 

（２）当該分野における人材需要等の状況、それを踏まえた事業の実施意義 

 林業就業者は 1980 年に 19 万人だったものが、2011 年 7 万人に減少している。また、 

森林所有者のうち積極的森林経営を行っている者の比率も大きく減少している。林業に携 

わる者を、①自家林業経営、②林業事業体従事者、③林業作業労働力とすると、いずれも 

減少が著しいが、②林業事業体従事者、③林業作業労働力では新規参入者も見られる。 

森林資源量と成長条件の有利性からみて、日本林業は戦略的産業の潜在力がある。しか 

し、林業生産額、木材自給率は低水準にあり、非効率な生産システムと労働力不足および 

森林経営マインドの低下に起因しているため、労働力確保とともに経営マインドの向上が 

必要である。 

 専門人材養成に関して、②林業事業体従事者に対しては森林・林業再生プラン関連で「フ 

ォレストマネージャー研修」「フォレストプランナー研修」が森林組合職員等を対象になさ 

れているが、地域の工程管理、森林経営計画作成が重視され、地域の森林全体（天然林も 

含む）の育成・管理・利用についての知識修得の機会がないと思われる。③林業作業労働 

力に対しては、林業労働力確保支援事業（林野）に始まり、現在では緑の雇用現場技能者 

育成対策事業（林野）、森林・林業人材育成加速化事業（林野）、林業就業支援事業（厚労）、 

および各県の担い手育成対策に引き継がれ、効率的な生産システムの開発や作業現場の労 

働力育成が行われている。 

 しかし、①自家林業経営に関しては、森林所有者の経営意識の低下、さらには不在村・ 

不明化、林地境界不明等の多くの問題があるが、その抜本的対策や意識改革への体系的取 

組は行われていない。また、市町村職員では林業専門職員を設置している自治体が少なく、 

市町村森林整備計画など広域の森林経営を遂行するリテラシーが低い。さらに、森林組合 

職員に対しても、上記研修でカバーされていない天然林の活用をはじめとする地域全体を 

見渡す視点の養成が求められる。 
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3－2－2 林業人材育成実証事業の概要 

 カリキュラムの実証事業は、以下のように県内3 ヶ所で実施した。延べで67 名の参加を

得たが、森林所有者は比較的少なく24 名に留まり、森林組合、県庁等行政関係の林業担当

職員の参加が多かった。 

①隠岐（隠岐の島町） 1 月24 日（土）～1 月25 日（日） 

場所 隠岐の島町役場 

②県西部（浜田市）1 月31 日（土）～2 月1 日（日） 

場所 島根県立大学交流センター研修室 

③県東部（松江市）2 月7 日（土）～2 月8 日（日） 

場所 島根大学 生物資源科学部3 号館 

 

設定した研修スケジュール（時間割）は基本的に以下のようなものである。 

１日目 

林政、林業・林産業の動向 

林業機械と生産技術 

育林生産技術 

森林経営 

計画（制度） 

２日目 森林GPS（講義と現地実習） 

森林土壌調査（現地実習） 

森林GIS・自分の山を知る（講義と森林GIS の実演） 

森林GIS・森林GPS(内業実習) 

 また研修の評価を得るために、研修の始まる前とすべて終了した後に森林に対する意識 

がどの程度変化したかを知るために、参加者には「事前アンケート」「事後アンケート」を 

配布し記入してもらった。 
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３ 鹿児島大学 
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４ その他の大学の取り組み 
 岩手大学では、地域からの依頼に基づいて演習林を利用して現場技術者・技能者教育を

実施してきた。また、大学独自にも森林管理に必要な専門知識や森林環境教育に関する教

育プログラムを実施しており、来年度以降、マネジメント力を備えた森林管理専門技術者

および専門性の高い現場技術者を集中的に育成するために職域プロジェクトへ参加すべく、

地域の諸団体と連絡をとりあっている。 
  愛媛大学は、ＪＳＴの資金により、実践的な森林技術者育成のための森林環境教育特別

コースや社会人リカレントコース設置していた。ＪＳＴ事業終了後も引き続き受講生を受

け入れる。 
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Ⅳ 林業人材研修・教育プログラムの評価 
１ 対応する人材の違いによるプログラムの位置付け 
1-1 プログラムの評価の視点 

林業人材の教育・育成していくプログラムは、教育の場として、高校の職業コース、大

学、大学院の森林・林業分野での教育がある。さらに森林・林業関係の事務業務に従事す

る職員の教育・訓練としては、国、都道府県の研修機関が実施する研修及び職場内での OJT

研修、業務を通じた教育訓練が行われてきている。これらは、時代の要請・変化に応じ現

在も実施されている。 

平成 23 年に国が打ち出した林業人材育成目標はどのような意味があるのであろうか。現

在行われている社会人教育は試行を含め、幾つかの類型がある。これらの林業人材研修・

教育プログラムの評価を行うため、まず、比較検討の基準点となる国の人材育成目標を確

認する。 

 

1-2 国の人材育成目標 

1-2-1 目標設定の背景 

わが国は、国土の約 7 割を森林が占める「森林国」である。森林は、木材生産機能とと

もに、水源のかん養、国土の保全、地球温暖化防止、生物多様性の保全などの公益機能を

有し、私たちの日常生活に書くことのできない様々なサービスを提供している。また、森

林から木材等の林産物を生産する林業は、その生産活動を通じ、このような森林の有する

多面的機能の発揮や山村地域における雇用の確保に貢献する産業である。 

現在、わが国の森林は、戦後造成された人工林を中心に毎年 8 千万 m3ずつ蓄積が増加す

るなど資源として量的に充実しつつある。しかし、施業集約化や路網整備、機械化の立ち

遅れ等による林業採算性の低下等から森林所有者の林業離れが進み、資源が十分に活用さ

れないばかりか、必要な施業が行われず多面的機能の発揮が損なわれ、荒廃さえ危惧され

る状況になっている。一方で、国際的には地球温暖化の進行や生物多様性の減少など人類

の存続にもかかわる環境問題が深刻化する中で、森林のもつ役割の重要性が認識されてい

る。さらに、中国における木材需要の増大やロシアにおける製品輸出への転換等から、輸

入木材を巡る状況は不透明感をましており、安定的な木材供給体制に対する期待が高まっ

ている。 

 

1-2-2 目標 

以上のような現状認識を踏まえ、政府は、森林林業再生プランを発表した。具体的には、

問題解決に向け、 

① 森林の多面的機能が持続的に発揮し得る森林経営を構築するためのビジョン、ルール、

ガイドラインの確立に向け、法律改正を前提としつつ、国民に分かりやすく実行性の高い

森林計画制度を確立する 
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② 実行性の高い施策を効果的に推進し得る体制を構築するため、 

a 国・都道府県・市町村の役割分担を明確にし、地域が主導的役割を発揮し得る現場で使

いやすい制度への変革 

b それぞれの段階（国、都道府県、市町村、森林所有者等）における、各種補助事業計画

の一元化など計画策定に係る負担の軽減 

c 専門知識を持った現場密着の実行体制を整備（フォレスター制度の創設、森林施業プラ

ンナーの充実等の人材育成） 

等の抜本的な見直しを行い、森林資源の利用期に適合した新たな森林・林業施策を構築し

ていくことが必要となっているという認識を示した。 

その上で、 

① 適切な森林施業が確実に行われる仕組みを整えること 

② 広範に低コスト作業システムを確立する条件を整えること 

③ 担い手となる林業事業体や人材を育成すること 

④ 国産材の効率的な加工・流通体制づくりと木材利用の拡大を図ること 

を段階的に進めていくことにより、国産材の安定供給を構築する条件を整備し、10 年後の

木材自給率 50%以上を目指すとした。 

 

1-2-3 人材の位置づけと育成目標 

以上の目標を実現していくために育成すべきとされた人材は次のとおりである。 

① 市町村森林整備計画の策定支援を通じて地域の森林づくりの全体像を描き、併せて市

町村が行う行政事務の実行支援を通じて森林所有者等に対し指導等を行うフォレスタ

ー 

② 施業の集約化に向け合意形成を図り、森林経営計画の作成の中核を担う森林施業プラ

ンナー 

③ 丈夫で簡易な森林作業道を作設する森林作業道作設オペレーター 

④ 高い生産性と安全性を実現する能力を有するフォレストマネージャー（統括現場管理

責任者） 

⑤ 木材の安定供給を主導していく木材流通コーディネーター 

等である。 

さらに、これらの人材を戦略的・体系的に育成するため、別に定めた「人材育成マスタ

ープラン」に基づき、育成すべき人材ごとに求められる能力の付与に必要な人材育成プロ

グラムを定め、各種研修等を実施することとされ、その際、国有林のフィールド・技術力

の活用、大学等研究機関のあり方を含め、人材を育成する体制の整備を併せて進めていく

こととされた。 

 

1-2-4 人材に期待する業務、知識・能力 
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1-2-4-1 フォレスター（森林総合監理士） 

a 業務 

フォレスターは、市町村森林整備計画の策定や森林経営計画の認定及び実行監理等を担

う市町村行政を技術面から支援する林業技術者である。林業生産活動の基礎となる森林施

業計画や路網計画などの作成・実行や指導を行なうなどの実務経験があり、長期的視点に

立って森林づくりを計画し、指導できる総合能力をもった者であって、林業普及指導員の

資格試験における森林総合監理士試験区分（平成 25 年度から実施）に合格し、国の登録を

受けた者とされている。 

 

b 必要とされる知識、能力 

フォレスターは、次の知識、能力が求められるとされている。 

① 森林の生態から木材の流通・販売及び法令、制度に関する知識を有すること 

② 実務経験に基づき、市町村森林整備計画の策定支援や実行監理ができ、併せて森林経

営計画の認定支援や実行監理ができる能力を有すること 

③ 林業技術に立脚した森林づくりに対する熱意や哲学、それを具体的に森林所有者等に

伝える行動力やコミュニケーション能力を有すること 

 

1－2－4－2  森林施業プランナー 

a 業務 

わが国の森林所有構造は、小規模零細であり、このことが施業の実施を困難にしている

だけでなく、生産性の向上を妨げている実態にある。このため、隣接する複数の所有者の

森林を取りまとめ、意欲と能力のある林業事業体等が路網作設や間伐等の森林施業を受託

し、一括して実施する施業の集約化を推進する必要がある。この集約化の事務を担うこと

が期待される者とされている。 

 

b 必要とされる知識・能力 

森林施業プランナーは、次の知識・能力が求められることとされている。 

① 路網計画や間伐方法等の森林施業の方針が理解できること 

② 利用間伐等の施業の事業収支を示した施業提案書を作成でき、作成した提案書を森林

所有者に提示し、集約化への参画を求め、複数の所有者と合意形成ができること 

③ 合意形成した施業計画をとりまとめ、森林経営計画を策定することができること 

 

1－2－4－3 フォレストワーカー等 

林業就業者数は、林業生産活動が活発に行われた昭和 40 年代には 26 万人を数えたが、

素材生産量の減少に伴い、更新・保育事業量も減少したことから、昭和 60 年代には 14 万

人とほぼ半減しただけでなく、高齢化傾向が強まった。さらに平成 17 年には、4.7 千人ま
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で減少し、就業人口に占める 65 歳以上の割合は 26%まで上昇した。 

このような就業人口の実態を改善していくため、昭和 55 年から新規就業者の開拓と併せ、

機械化の推進の必要な知識、資格、技術・技能を付与していく施策を実施してきたが、林

業を成長産業へ転換していくため、必要な現場作業員を確保するとともに、これらの者が

誇りをもって施業に取り組むことができる環境整備が必要を行う施策が実施されることと

された。 

具体的には、各地で行われる研修の規範となるべき段階的かる体系的な研修カリキュラ

ムを整備し、これに基づく研修を修了した者をそれぞれフォレストワーカー（FW：林業作

業士）、フォレストリーダー（FL:現場管理責任者）、フォレストマネージャー（FM:統括現

場責任者）（以下「フォレストワーカー等」という。）として登録していくことである。 

また、働きやすい職場づくりや高い能力を身につけた者への公平・公正な処遇等を図って

いくことを促していくため、研修を活用しつつ客観的な人事評価がなされるよう、事業主

に対し誘導していくこととされた。 

 

a 業務 

フォレストワーカー等とは、このような研修体系と登録及び処遇の適正化を意図して体

系づけられた現場作業者の職制上の名称であり、業務内容と職制上の責任に応じ、現場で

作業に従事する者から、現場の管理監督を行う者、さらに複数の現場を統括する責任者に

分けられている。 

 

b 必要とされる知識・能力 

① フォレストワーカー 

林業の作業を安全におこなうことができる基本的知識、技術・技能を習得していること 

② フォレストリーダー 

作業班員を指導し、間伐等の作業お工程管理ができること 

③ フォレストマネージャー 

複数の作業班を統括することができること 

 

1－2－4－4 木材流通コーディネーター 

木材需給について、需要サイドからは必要な製品を必要なときにいかに調達できるか、

また、供給サイドからはどのような素材、製品がいつごろの時期に必要となるかという需

給の情報が双方にとって不明確なため、需給のミスマッチが生じていることが指摘されて

いる。また、大規模木造建築等に関し、設計者等が木造を扱った経験が少なく、実際に設

計できる人材や、既存の流通品の活用によりコストを抑えるなどの工夫ができる人材が少

ないといった状況にあるとし、このため、「国産材の加工・流通・利用検討委員会」のとり

まとめを受け、次の人材育成の必要性について整理がなされている。 
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a 流通分野、住宅・建築分野等 

・木材の需給に関する情報をコーディネートできる人材 

・木造建築に関する大工・工務店、設計者などの人材 

・低コストバイオマス利用システムの構築、普及に必要な人材 

 

b 木材利用における環境、社会科学分野 

・研究。教育機関等における人材 

・国・地方公共団体における人材 

・木材業界における人材 

 

図Ⅳ-1 は、この人材育成マスタープランに基づき実施されている研修プログラムの概要

である。 

 

図Ⅳ-1 国が実施している人材育成研修のプログラム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、木材流通コーディネーターの育成については、現在のところ国の行う研修として

は実施されていない。 

フォレスター研修 
（森林総合監理士） 

森林施業プランナー 
研修 

FW 研修 
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2 教育機関・行政機関等が独自に実施している教育・研修 
2－1 教育・研修実施機関のプログラムと特徴 
現在、実施されている教育研修プログラムは第Ⅱ章にまとめた。 

ここでは、大学、府県、市の各機関が実施している教育研修プログラムの内容を講義、

演習・実習別に構成割合を整理する。 

 

 

2－2 学校教育法に根拠を置いたプログラム 

鹿児島大学は、受講者に対して学校教育法に基づく履修証明を交付できる中核的林業生

産専門技術者養成プログラムを実施している。また、これまで実施してきた履修プログラ

ムの改良を検討するため、カリキュラム検討委員会の下に、①生産システム WG、②ICT 林

業検討 WGを設け、基本カリキュラムに単独又は選択方式で提供できるカリキュラムを開発

している。また、受講者ニーズが広域にわたるため、サテライト方式でのプログラムの実

施についても検討を進めている養成プログラムの講義、講習・演習の内容は、図Ⅳ-4 のと

おりである。 

カリキュラムは、林分調査と評価、伐採方法と課題・規制、作業条件と作業システムの

選択、路網の考え方と設計、木材の流通加工、そして総合演習で構成され、いずれも講義

と演習・実習を組み合わせて実施している。カリキュラムの講義と演習・実習の割合は、

講義が 47単位（1単位 60分）で全時間の 39%、演習・実習が 73単位で全時間の 61%で構成

されている。理論と実践の組み合わせで実施していることが特徴である。 

必要な履修時間が 120 時間であるため、社会人の就業の実情を考慮して平成 26 年度は、

6月下旬から 10 月にかけて、受講者 9名でプログラムを実施している。 
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2－3 その他のプログラム 

a 北海道大学 

北海道大学は、北海道の実態に即した中核的林業技術者養成プログラムの開発事業を行

っている。この背景には、北海道は森林の所有構造や木材の流通構造が全国とは異なって

いること、森林施業プランナー、フォレスターのステップアップのための講座がないとい

う事情がある。このため、北海道内の林業・林産業界の林業技術者に対する要望があるこ

とに加え、林業技術者の学びの要求を踏まえ、人材養成プログラムを開発する目的で、ア

ンケート及び実証講座の開催、モデルカリキュラムとテキストを作成するものである。 

実証講座は、森林施業プランナーとフォレスターを対象として実施されており、講義、

演習・実習の内容は、図Ⅳ-2 のとおりである。カリキュラムは、アンケート調査結果、事

業者ニーズ、取組の事例報告等に関する講義が 20単位(１単位 30分)で全時間の 77%、グル

ープワーク、意見交換等の演習・実習は 6単位で全時間の 23%で構成されている。勤務時間

の制約の多い方々に受け入れられ易いことを考慮し 2泊 3日で計画された講座である。 
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b 島根大学 
島根大学は、森林所有者に対して、林業経営の担い手となる教育を実施することを目的

に、テキストの作成と研修を実施している。島根県隠岐町、浜田市、そして松江市の 3 会

場で 1.5 日の研修を実施するとともに、今後の研修計画へ反映させていくため、山林会及び

中国地方各県の森林所有者（配布数 N=2000 回答者数 N=714）に対してニーズ調査を行

っている。 
3 会場での講義、演習・実習の内容は図Ⅳ-4 のとおりである。 
カリキュラムは、林業政策の動向から始まり、環境保全技術、林業機械と生産システム

などの講義が 7 単位(1 単位 60 分)で全時間の 64%、森林 GIS、森林土壌調査等の演習・実

習が 4 単位で全時間の 36%で構成されている。 
参加者は、募集方法が県事務所、森林組合を通じて募集したためか、森林所有者、県、

市町村職員、森林組合職員、林業事業体職員である。 
 

1 単位：30 分 

図Ⅳ-3 
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c 京都府林業大学校 
京都府は、平成 24 年 4 月京都林業大学校を開校した。本大学校は、学校教育法に基づく

学校ではなく、京都府単独事業により京都府の林務部局が運営する研修機関内に森林林業

科として設けられている。 
高等学校新卒者等の修学希望者が 2 カ年学ぶ就業前研修を実施しており、林業専攻コー

スと森林公共人材専攻コースがある。 
カリキュラムは、図Ⅱ-5 のとおり、森林や林業分野に未経験の者が学べるよう基礎的な分

野から、森林科学、育林、森林・林業経営、木材利用、林業機械、森林路網・森林計測と

いった専門科目に加え、里山保全・活用、そして公共政策といった分野が設定されている

ことである。特に公共政策では、京都府立大学等京都府内の大学と連携し、公共政策学の

基本や自治体の政策を学ぶこと、農山村で実践されている地域興し活動に参加するなど社

会人に必要なスキルを身につけようとすること等が特徴的である。 
カリキュラムの講義、演習・実習の割合（実習インターンシップ、卒論を除く。）は、講

義系が 534 単位（１単位 90 分）で全時間の 44%、演習・実習系が 667 単位で全時間の 56%
である。この他 1 年次に 5 日間、2 年次に 2 ヶ月のインターンシップ研修を設けており、現

場経験を通じて適性と事業体との相性を試す機会となっている。 
開校 3 年目で、1 期生 17 名はほぼ全員が林業系の職場に就職している。26 年度は、1 年生

19 名、2 年生 24 名が在籍している。 
 

1 単位：60 分 

図Ⅳ-4 
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d 秋田林業大学校 
秋田県は、県の林務部局が管理・運営する林業研究研修センターにおいて、秋田県林業

トップランナー養成研修（通称「秋田県林業大学校」）を平成 27 年 4 月から開始すること

としている。京都府林業大学校と同様に 2 ヶ年学ぶコースである。入学要件には、卒業後

秋田県内での就業を義務づけている。 
カリキュラムの構成は、図Ⅳ-6のとおりであるが、研修プログラムの検討に当たっては、

京都府林業大学校を参考にしているものの、秋田県独自の研修システムである、林業・木

材産業関係団体、教育機関からなる「林業技術者養成協議会」と林業機械メーカー、国、

県行政機関等からなる「研修サポートチーム」によって、民間と行政が一体となった実施

体制を取り入れている。 

カリキュラムの講義、演習・実習の割合（実習インターンシップ、総合講座・演習を除

く。）は、講義が 454 単位（1単位 60 分）で全時間の 18％、演習・実習が 2086 単位で全時

間の 82％である。 

平成 27 年度の入学定員は、推薦選考 10名程度、一般選考 5名程度で計 15名程度とされ

1 単位：90 分 

図Ⅳ-5 
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ている。 

 

 
 
 
e 金沢林業大学校 
金沢の森林を健全に保ち、中山間地を活性化するため、次世代の森林施業、林産物の生

産等を担う新たな人材を育成することを目的に、市の単独事業として平成 21 年 4 月開校し

た。 
金沢林業大学の財政的なよりどころは、金沢市森づくり条例（平成 15 年 3 月 24 日制定 

条例 3 号）にある。その基本理念は、条例第 3 条及び第 6 条にあり、具体的な施策の実施

の根拠は第 19 条第 4 項である。 
研修は 2 ヶ年で、受講生は隔年で募集されている。図Ⅳ-7 は、第 3 期生の 2 年目のカリキ

ュラムである。森林保育実習と、特用林産物生産実習に重点を置いた研修となっている。

図Ⅳ-6 
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研修生には、新参入希望者もいるが、農地、森林を保有する会社を退職した者も多い。 

現地調査時のヒアリングでは、研修を受講する動機として、会社勤めをしていた自分は、

山に入ったこともなかった。父親の代には農業や林業は当たり前のことだったが、知識を

失ってしまった。この研修で知識と経験を得て地域の人たちに伝えていきたいという声が

印象深かった。以上の声もあり、講義、演習・実習別のカリキュラムの構成は、講義 7 単

位（1単位半日）で全時間の 13%、演習・実習が 46 単位で全時間の 87%となっている。 
研修生の状況は次のとおりである。 
第1期 平成 21 年 4 月～平成 23 年 3 月 18 名 
第2期 平成 23 年 4 月～平成 25 年 3 月 12 名 
第3期 平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月 13 名 
現在第 4 期生を募集中である。 
 

 
 
（参考）金沢市森づくり条例 
(基本理念) 

第 3 条  森づくりは、森林の公益的機能が持続的に発揮されるよう、長期的な展望を持

ち、地域の特性に応じて行われなければならない。  

2 森づくりは、森林がすべての生物及び健康で文化的な市民生活に欠くことができない

貴重な共有の財産であることを認識し、市、市民、森林所有者等及び森林関係事業者の

相互の理解と協力のもとに、協働して行われなければならない。 

(森林所有者等の責務 ) 
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第 6 条  森林所有者等は、基本理念にのっとり、自らが所有し、又は使用し、若しくは

収益する森林の状況を理解し、その適正な整備及び保全を推進するとともに、本市が実

施する森づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(ふるさとの森づくり協定 ) 

第 19 条  森林所有者等は、前条の規定によりふるさとの森づくり計画を策定したとき

は、市長とふるさとの森づくりに関する協定 (以下「ふるさとの森づくり協定」という。)

を締結することができる。  

2 市長は、ふるさとの森づくり協定を締結しようとするときは、次条に規定する金沢市

森づくり市民会議の意見を聴くことができる。 

3 前項の規定は、ふるさとの森づくり協定を変更する場合について準用する。 

4 市長は、ふるさとの森づくり協定を締結したときは、当該ふるさとの森づくり協定の

締結に係る森林所有者等に対し、森林の整備及び保全等に関する専門的な知識又は技術を

有する者の派遣その他の技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助を

することができる。 
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3  各機関が実施している教育研修プログラムからみた国の人材育成施策の関係 
以上のとおり、各研修機関が実施している教育研修プログラムの内容を整理してきたが、

これらのプログラムと、国の人材育成施策との関係を以下のとおり整理する。 
関係を整理する基準点を図Ⅳ-8 のとおり整理した。 
図には、横軸に現在の政策課題と将来の政策課題をとし、縦軸に個別の経営と公共・公

益とした。現在国が行っている研修のうち森林施業プランナーを中央にとり、緑の雇用と

レスターを配置した。 
 
図Ⅳ-8  
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a 鹿児島大学（林業生産専門技術者養成プログラム） 
鹿児島大学の専門家養成プログラムは、「新しい時代の林業親方をつくる」ことを目標に

実施している。具体的には、一定の技能・技術を持っている者を対象に、安全管理能力、

生産性向上等の経営能力、需要動向の把握と生産への反映ができる人材育成を基本とし、

新たな技術、政策課題を取り入れた研修に進めようとしている。 
以上の点を考慮して緑の雇用研修のフォレストマネージャー（FM）をベースに将来の技術

の導入及び政策課題への対応するものと整理した。 
図Ⅳ-9  
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b 北海道大学（プランナー・森林総合監理士ステップアップ研修プログラム） 
北海道大学のプログラムは、北海道の事情に即し、森林施業プランナーやフォレスター

の抱える問題点と事業者ニーズ、木材産業に対する理解と、より深い知識を付与すること

を目的に実施されている。以上の点を考慮して、森林施業プランナー及びフォレスターの

領域をカバーするものと整理した。 
図Ⅳ-10 
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c 島根大学（経営マインドをもつ革新的森林経営の担い手育成研修プログラム） 
島根大学のプログラムは、林業経営意欲の減退が進んでいる中で、意欲的に林業経営を

担う者の育成を目的に実施されている。研修内容は、林業を巡る状況認識をもち、科学的

な森林の管理目標に基づいた切かつ効率的な森林管理ができる能力を付与する内容となっ

ていることから、目標林型の設定とそれを実現していくための森林経営計画の作成という

点で、森林施業プランナーの業務及びフォレスターの業務部分に該当するものとした。 
 
図Ⅳ-11 
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d 京都府林業大学校 
京都府林業大学校は、高等学校新卒者等の修学希望者が、林業の基本に加え育林から木

材生産、木材利用に至る知識、技術・技能を学ぶことができる機関である。このため、林

業労働者が有すべき知識、技術・技能については、就労前の研修として整理することがで

き、また、目標林型や管理技術、経済活動及び政策的な視点での活動等を学ぶという意味

では森林施業プランナー、フォレスターの知識に止まらない部分があるものと整理した。 
図Ⅳ-12 
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e 秋田林業大学校 
秋田林業大学校は、京都府林業大学校と同様に、高等学校新卒者等の修学希望者が、林

業の基本に加え育林から木材生産、木材利用に至る知識、技術・技能を学ぶことができる

機関である。このため、林業労働者が有すべき知識、技術・技能については、就労前の研

修として整理することができ、また、目標林型や管理技術、経済活動等を学ぶという意味

では森林施業プランナー、フォレスターが持つべき知識・能力と重なるものと整理した。 
なお、県単独事業おして実施しているニューグリーンマイスター事業は、緑の雇用研修と

重なる点が大きいが、研修生の多くは指導林家等の林業後継者であって、ネットワークづ

くりに役立っているとのことであった。 
図Ⅳ-13 
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f 金沢市林業大学校 
金沢市の林業大学校の受講対象者は、林業生産を支える人材であったり、森づくり構想

を担う人材として位置づけられているわけではない。あくまでも金沢市森づくり条例の基

本理念を実現するために運営されている。 
具体的には、条例第 3 条第 2 項は「森林が市民生活に欠くことのできない貴重な共有の

財産である」と位置づけ、第 19 条第 1 項でふるさとの森づくり協定を締結することができ

ることとし、同条第 4 項で市長は、ふるさとの森づくり協定を締結したときは、当該協定

に係る森林所有者等に対し、森林の整備及び保全等に関する専門的な知識又は技術を有す

る者の派遣その他の技術的な援助をし、又は予算の範囲内で財政的な援助をすることがで

きるとしている。 
協定森林は、総じて集落周辺にあり、120 を超える。いわば住民が関与していく意思表示

をしたゾーニングであるといえる。 
金沢林業大学校は、この協定森林の整備及び保全をしていく上で、技術的援助をする者

を育成する役割を果たし、技術者を派遣することを通じて、市民の共有財産である協定森

林を協定者の責任において健全に管理させる自治会的な仕組みといえる。 
このような条例の理念、運営の仕組みから、公共・公益の目的で運営されている組織と

して整理する。 
図Ⅳ-14 
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4 教育プログラムの評価方法 
 
 本報告で取り上げた社会人に対する教育研修の客体の性格と教育研修の運用を整理し、

評価につなげる。 
 
4－1 客体の性格と研修の運用 
  国や都道府県等の地方公共団体が実施する教育研修は、縦割りされた行政目的の必要性

から実施する以上、教育研修の対象者は、当該行政事務に従事する者、または従事させよ

うとする者に対して行われている。このため、縦割りの論理が適用しがたい分野や社会経

済の変化など様々な事象に対する相互調整や総合化を図っていく等他の行政事務との調整

が必要となる分野に関する教育研修は企画立案しにくい実態がある。 
これに対して、今回の調査の対象とした機関は、現に教育研修の対象となる事務に携わっ

ている者の能力向上を目的として実施した北海道大学の例を除くと、特定の人材像にとど

まらず、社会経済・技術の変化に柔軟に対応していくことができ（鹿児島大学）、さらに地

方行政や事業者に対して提案していくことのできる能力（京都府林業大学校、秋田林業大

学校）の獲得を目指している。さらに、これまで、一般の森林所有者に目を向けた教育研

修プログラムを考えるという発想（島根大学、金沢市）もなかったのではないか。 
ここに、固有の事務を前提とした国等の教育研修と大学等の社会人を対象とした教育研修

の違いがあるのではないかと考えられる。 
  この意味で、大学等の教育研修においては、受講者のニーズに応えたテーマを取り入れ

つつ、科学的、技術、経済合理性に立って、市町村の置かれている実態であるとか、技術

の発展方向等総合的な観点からの課題と対応方向について、議論・検討するとともに、地

域に生活する様々な人達との合意形成を図っていくことや、一歩進めて政策提案まで進め

ていくことができれば現状改革の重要な役割を果たすことができるのではないかと考えら

れる。 
 次に教育研修の運用面から整理する。教育研修を受講する社会人にとって仕事と教育研

修の両立は重要な問題である。この観点から今回調査した機関の教育研修の実施期間を整

理した。 
 
2 ヶ年：京都府林業大学校、秋田県林業大学校の修学期間 
（修学生として教育研修を受講するため、仕事との調整は問題とならない。） 
 
40 日/年（2 ヶ年）：金沢林業大学校 
（作業適期に応じた教育研修が行われているため、半日単位で不連続の期間で実施されて

いるが、基本的に金沢市在住者のため、それぞれ仕事との調整は容易な模様である。） 
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120 時間：鹿児島大学（ 履修証明プログラム） 
（教育研修受講者の仕事との調整を考慮し、20 時間（2 泊 3 日）を単位として年間の適切

な時期に実施している。） 
 
2 泊 3 日～1 泊 2 日：北海道大学、島根大学 
（教育研修受講者の仕事との調整を考慮した期間設定である。） 
図Ⅳ-14 は、Ⅱ章の素材生産事業体に対するアンケート結果のうち、研修・講習と連動した

人事をしていると回答した者に対して、仕事との調整が可能な日数を尋ねた結果を再掲し

たものである。 
回答では、2~3 日程度と 1 週間程度を上げた者が多かった。このことからみて、北海道大

学、島根大学、及び鹿児島大学の教育研修の運用は適切と思われる。 
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4－2 林業人材教育の内容から見た整理 
 今までの林業人材教育、さらに今回調査により明らかになった様々な教育研修をみると、

いくつかに区分できる。 
 第１は素材生産や造育林事業を実施、継続するにあたって、新規に林業に従事するため

に必要な資格や能力を養成するための技能研修を中心とするものである。具体的には、各

種機械利用のために必要な資格取得の研修である。多くは、現場作業を行う人材の研修で

あり、現在は都道府県単位で行われている。 
 第 2 は、現場生産の一職種（FW,FL,FM,）を担うための教育である。上述の研修が機械

を使用する上で必要なために研修を受けるのに対して、素材生産あるいは造育林作業に従

事するのに必要な知識、技能を有し、作業実行上において様々な仕事の実行を担う人材育

成の教育である。現在において FW の研修は第１のものに重複している部分がある。しか

し、この人材育成では作業を考えながら仕事ができる能力を養うことが必要である。（現在

の研修がそこまで達成できているかは疑問であるが、OJT 研修において作業日報を記載し

指導員がチェックする過程は、現場技術技能者としてチームとして作業を成し遂げるため

の訓練を想定していると考えることができる。）いままで林業の現場労働は単純労働だと見

なされることが多かったが、一つの作業を実行するだけあっても安全に、一定の生産性で

行おうとすれば、林業の現場は不安定なところで従事するのであるので、絶えず従事者は

判断をしながら仕事をすることとなる。何も考えずに仕事をしていれば怪我の元である。

その点からいえば、FW であっても判断をしながら作業を実行することが求められる一定の

能力が必要な労働であり、OJT 研修で危険の察知、効率的に作業を行う工夫を先輩である

指導員から教育を受けながら仕事を覚えていくのである。また、能力を高め複数の技能を

組み合わせて現場で対応できるたり、一緒に労働しているメンバーの様子を見ながら仕事

をしたり、援助をしたりする能力の養成もこれにあたる。 
 FL や FM となれば、班全体の作業進行の管理や事業体の作業工程管理、事業体全体の管

理等の役割が加わり、経営力、管理（マネージメント）能力が求められることとなる。 
 以上は現場作業の技術者技能者の育成についてであるが、第 3 に林分あるいは一定地域

の作業実施の計画を立案したり、地域全体の森林づくりの方向に基づいて必要な施業を選

択する能力を有する人材、すなわち、林分および地域の計画する管理職種を担う人材（F,P)
育成のための教育である。この人材育成の時には、個別の技術・技能に関する知識と体験

（作業の困難性や作業実行の問題点を指摘できる基本的な知識の取得や体得）をして、そ

の上で現場や地域の現状分析能力、すなわち、問題点の発見と課題の明確化をし、さらに、 

課題に対する対応能力（自分で学習して答えを見つける能力、課題を解決するため理論や

知識もっている人から教わる能力）をもち、課題解決の方向性を明確にできることを目指

して人材育成を行う教育プログラムを検討することとなる。自分の考えや疑問を説明する

能力や人から情報収集する等、コミュニケーション能力が求められる。 
 このように分けてくると、林業という産業においては、第１の研修は安全に作業を行う
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ということから林業機械が導入された時から行われ始めたが、第 2 に関する研修は近年に

なってから意識されるようになった。さらに、管理的な仕事については、管理のための一

定のルールを教育するプログラム（林野庁の研修所や以前の専門高校等）は行われてきた

が、現場を見て根本的に判断する教育はフォレスター研修、プランナー研修がはじまって

から緒についた、あるいはその入り口に到達したという段階ではないかと考えられる。 
 
 4－3 教育プログラムの評価方法について 
 今回、３つの職域プロジェクトが実施され、その中で既存の教育プログラム、試行的な

教育プログラムが実施された。それぞれ受講者アンケートという形で教育プログラムの評

価を実施しており、ほぼ受講生より良い評価を受けている。 
 しかし、本来ならば実践能力がどこまで上がったのかを評価した方がよい。林業人材の

場合は、労働過程の細分化が進んでいないし、今後も細部化して現場が動くことはない、

また計画の技術者においても多様な情報と判断することがあり、専門特化した仕事をする

ことは少ないし、多様な要因を組み合わせて実際の計画を考えなければならないことｄを

考えると、実践能力をすることに判断することは困難である。もし、その能力を判断する

とすれば、現場での判断をするには、どのような理論的なバックボーンを必要としている

か、そして現場の状況と理論との関係を説明させ、受講生を評価して、その受講生を育成

した教育プログラムを評価することとなる。現在の受講生レベルを考えると、考え方は示

すことはできるが、教育プログラムの評価につなげることは困難と思われる。 
 さらに教育プログラムの評価が難しいのは林業だけではなくなった。現代の社会は、短

期間で変化しており、特定の技術・技能を有していても短期間に陳腐化してしまう。高橋

俊介氏は『２１世紀のキャリア論』の中で現在を想定外変化と専門性細分化深化の時代」

と位置づけ、キャリアが専門細分化する一方で、各仕事の取り巻く条件は、就業している

間に、当初想定していた状況の変化が生じていることを指摘している。そして、氏は、以

前は企業等がキャリア育成を行う外的に評価する基準によってキャリア構築されてきたが、

21 世紀は、内的キャリア評価基準が求められており、会社が誘導できず、「自分らしいキャ

リアの構築をすることが重要」であると述べている。「一人ひとり物差しが違うのに、等級

制度やキャリアパスのような共通の物差しで誘導することは不可能」であり、「企業がやる

べきことは、一人ひとりが自分で自分らしいキャリアを切り開くことを支援」であると述

べている。また、「絶え間ない変化中でその都度、自分で切り開き続ける力をもつことがキ

ャリア自律」であり、「個人が長期的なキャリアプランやキャリアパスを描いて、計画的に

キャリア形成する時代になった」と述べている。林業人材においてもこの指摘は強く当て

はまるものであり、教育プログラムの単線的な評価は困難であると考える。 
 林業においても、戦後直後から 1980 年代までの人工林育成の時期から育成した立木を生

産する段階になっている。この中で現場技術者は、育林生産に従事する者よりも素材生産

の能力を必要になった。人工林育成時代に必要な能力は大きく変わってしまった。高橋氏
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によれば「想定外変化の時代に最も重要な普遍性の高い能力は、（中略）具体的に見える化、

リスト化しにくいもの」であると述べている。また、キャリアを「狭いところから広げて

いくパターンとして典型的にでてきたのはが、自己プランティングの確立とその普遍性向

上というテーマである」としており、林業人材においても、自己プランティングを行って、

必要な能力を恒常的に習得していくということがもとめられている。この本の中でも「幸

せな人生をおくるためには、自己効力感をベースにした長期的な視点での努力を続ける習

慣をもつこと。」「自分でコントローできない困難にぶつかったときには、それをポジティ

ブに受け止めること」が重要としており、林業のようにいままで困難の中にあった産業の

従事者にとって、教育によって能力を高めていく姿勢として重要であろう。 
 成熟化社会に到達している日本において、個人の能力をたかめ、より付加価値の高い生

産を選択して就業を継続したり、他事業体に移ってそれまで養成した能力を生かした仕事

に就業することを求められるようになってきた。 
 林業は他産業に比べて、給与および社会的な地位が日本において低い状態である。その

ため、林業人材の育成において重要なのは、林業に関する仕事に従事する意味を理解させ

ることである。上述の高橋氏は一般論として「人は仕事をしていると、自分は何のために

仕事をしているのかといった根源的な問題を忘れがちになる。（中略）自分にとっての意味

づけこそが、仕事への主体性を生む根源である。」そして、「主体的に自身の役割や仕事、

なすべきことを再定義していくために、『仕事観』という普遍性の高い価値観をもつことが

とても大事である」。そして、氏は「仕事観」を３つに区分している。第１に「やりがい」

など自分にもたらす心理的報酬を得られるという「内因的仕事観」、第２に金銭的な成功や

社会的な地位などの達成という「功利的な仕事観」、第 3 に仕事は社会のために、人のため

にするものであるという考え方である「規範的な仕事観」を指摘している。いままで林業

人材の育成を考えるときには、第 2 の「功利的な仕事観」のみが強調されてきた。しかし、

近年林業への従事希望者の動向をみると、「内因的な仕事観」や「規範的な仕事観」に基づ

く林業就業選択も見られるようになった。林業人材育成においても仕事観を醸成すること

をすべての教育プログラムの設定、運営において意識して取り組むことが教育プログラム

評価において重要であると考える 
  
 4－4 大学等における教育プログラムの価値 
 本年度の事業では、業界ニーズの再確認と現在までに行われている様々な林業人材育成

の教育研修プログラムについて検討してきた。林業界において大学教育は、森林管理する

ための理論的な教育を行っており、業界の実践活動では役に立たない。それゆえ、社会人

に対して大学などに何か求めようとしてこなかった。また、一度就業してしまえば、現場

での積み上げをしていけば人は育つと考えられてきた。 
 しかし、業界アンケート調査結果や聞き取り調査において、林業界においていままでに

なかった（あるいは把握されていなかった）教育ニーズがあることがわかった。しかも、
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そのニーズの根本には、人材として個々の技術・技能を有しているだけでなく、現場での

判断（実行の選択）できる人材を作ることが必要であり、人材を育てる体系だった教育プ

ログラムが求められていることがはっきりした。現在のところをその教育ニーズに応えて

いるのは、大学校といままで、そしてこれから社会人教育を行おうとしている大学である。

すでに社会人教育を実践している大学では、補完的な成果として社会人とともに学部・大

学院生が学ぶことによる教育効果も意識されている。 
 大学に求められている教育とは何か。具体的には、各地域の林業生産構造によって求め

られている教育は違っている。今回、島根大学の職域プロジェクトの取り組みや金沢林業

大学校の調査で明らかになった森林所有者向けの教育は以前から意識はされていたものの、

具体的に目に見える形で教育プログラムを実践したものであり、昨年度の林業人材体系の

中に含むことはできないが、必要な教育対象である。また、林業の現場が、以前のように

単純に技術、技能の教育だけでは不十分であり、森林の取り扱い、木材生産の方法をはじ

めとして作業、事業を実行するにあたって、与えられて地域の現状判断する能力、取扱い

方や作業の仕方の判断をするには、いままで言われていたことを当てはめるのではなく、

いままでいわれていたことの理論的なバックボーンを理解した上で判断することが必要と

なってきたことから、理論知を教授する大学の教育的価値が認知されてきつつある。 
 森林科学という学問分野は、応用分野の学問であり、実践（臨床）と一体となって発展

してきた分野であると考えると、社会人教育と有機的につながって実践的研究の再構築を

していく機会ともなることを大学等研究者の理解を深める努力をしていくべきであろう。 
 なお、今年度事業期間内に検討した内容を普及する機会を作ることができなかったが、

日本森林学会において 5 月下旬に林業人材育成に関するシンポジュウムにおいて成果を報

告することにより以上の考えを発信していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























































































































